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大隅加工技術研究センター
利用者ネットワーク会員メールマガジン

Vol.10（平成27年２月20日）

会員の皆様，こんにちは。メールマガジン Vol.10 をお届けします。

梅の花が咲きはじめ，少しずつ春の気配が感じられる季節となりました。

さて，これまで，仮称であった大隅加工技術拠点施設の正式名称が「大隅加工技
術研究センター」に決まりました！

センターの開設は４月１日(水)を予定しており，いよいよ間近になりました。

４月は，オープニングセレモニーや施設見学会を中旬に行った後，開放施設の利
用について，現時点では４月20日(月)から開始する計画です。

つきましては，今回，開放施設利用の(仮)申込み及び共同研究・開発の相手方募
集についてお知らせします。

♪.:*:'゜☆.:*:'゜♪.:*:'゜☆.:*:・'゜♪.:*:・'゜☆.:*:・'゜♪.:*:・'゜☆.

【 目次 】

１ ４月の開放施設利用の(仮)申込みの受付について

２ 共同研究相手方の募集について

１ ４月の開放施設利用の(仮)申込みの受付について

大隅加工技術研究センター使用料徴収条例(案)を本日開会の平成27年第１回県議
会定例会に議案上程しました。各機器ごとの使用料を別添①の「大隅加工技術研究
センター開放施設使用規程(案)」の別表のとおり予定しておりますが，当議案が可
決されるまでは未確定ですので，今回の申込みに当たっての参考としてください。

このため，今回は(仮)申込みとして受け付け，当議案が可決された場合は，その
まま正式な申込みとして取扱うこととしますので，申込内容に変更がない限り，申
請書を再提出していただく必要はありません。（※今回の取扱いは，開設当初から
スムーズに利用していただくための暫定的なものです。）

なお，当議案が可決され，正式に使用料が確定した場合は，あらためてお知らせ
します。

(1) 対象施設

◎ 加工ライン実験施設（ウエットライン，ドライライン）
◎ 加工開発実験施設（加工開発・試作室，製品開発試作室）
◎ 企画・支援施設（開放検査室，実験室）

(2) 申請対象者

大隅加工技術研究センター利用者ネットワーク会員
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(3) 利用開始日

開放施設の利用は，４月20日(月)から開始の予定です。
（土曜日，日曜日，祝日を除く。）

なお，５月以降の利用申込みにつきましては，(5)の参考のとおりです。

(4) 申請方法等

別添②の「大隅加工技術研究センター開放施設使用許可(仮)申請書」を作成
の上，下記申請先へＦＡＸまたはメールで申請してください。

申請先
鹿児島県 農政部 経営技術課 技術環境係
FAX：099-286-5593，メール：keigi-shiken@pref.kagoshima.lg.jp

(5) 申請締切日

４月の利用申請締切日

施 設 名 申込締切日

加工ライン実験施設

製品開発試作室
加工開発実験施設 ３月13日(金)

加工開発・試作室

企画・支援施設

（参考）５月以降の利用申請締切日
５月以降の利用申請の締切日は次のように計画しています。

施 設 名 申込締切日

利用を希望する月の前月の10日
加工ライン実験施設 （10日が休業日のときはその前日）

＜例＞
利用希望月 申請締切日

５月 ４月10日(金)

製品開発試作室 ６月 ５月８日(金)

７月 ６月10日(火)

加工開発
実験施設

利用を希望する週の前々週の金曜日
加工開発・試作室 （金曜日が休業日のときはその前日）

＜例＞
利用希望週 申請締切日

５月１日(金) ４月17日(金)
５月７日(木)，８日(金) ４月24日(金)

企画・支援施設 ５月11日(月)～15日(金) ５月１日(金)
５月18日(月)～22日(金) ５月８日(金)
５月25日(月)～29日(金) ５月15日(金)
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(6) 使用許可等

◎ １回の申請当たりの使用上限期間

施 設 名 使用上限期間

加工ライン実験施設 ５日間

製品開発試作室
加工開発実験施設

加工開発・試作室 ３日間

企画・支援施設

◎ 利用者の決定
申請内容を確認の上，利用者を決定します。（先着順ではありません。）
なお，同時期に複数の方が，同じ開放施設の利用を希望して，調整がつか

ないときは，県の選定委員会において審査の上，利用者を決定します。

◎ 試作できない加工品
センターでは，他者試作品への汚染微生物の混入の危険性を回避するため，

畜肉加工品，水産加工品，発酵食品の試作品づくりはできません。
ただし，あらかじめ一次加工処理した畜肉や水産物と野菜などを組合わせ

た惣菜などの試作品づくりは可能となる場合がありますので，事前にご相談
ください。

◎ 使用許可の通知
申請締切日以降に，文書で通知します。

（４月の利用申請については，３月27日(金)頃に通知する予定です。）

(7) 使用料

使用料は前納としています。
（利用初日の来所時に現金でお支払いください。）

(8) その他

申請に当たっては，別添①の「大隅加工技術研究センター開放施設使用規程
(案)」を熟読していただくよう，よろしくお願いします。

（ お問い合わせ先 ）経営技術課 技術環境係（担当者：中尾）
TEL : 099-286-3155 FAX : 099-286-5593

２ 共同研究相手方の募集について

センターでは，県産農産物の付加価値向上に向けた加工技術等の研究・開発をス
ピード感を持って進めるため，食品消費構造の動向等を踏まえ，県と一体となって，
下記「共同研究・開発課題」に取り組む県内加工事業者等を募集します。

(1) 共同研究・開発課題

◎ 加工技術（別添③の「試験研究・開発課題一覧」の課題①～④）
→ 加工しても素材が本来有する「色」「風味」「食感」「機能性成分」等を
保持できる加工技術の研究・開発
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◎ 殺菌技術（別添③の「試験研究・開発課題一覧」の課題⑤～⑥）
→ 品質劣化が速い食品の消費期限の延長や素材の特長を生かす加工食品づ
くりなどに向けた加熱・薬剤によらない殺菌技術の研究・開発

※ 詳細については別添③の「試験研究・開発課題一覧」を参照ください。

(2) 応募対象者

大隅加工技術研究センター利用者ネットワーク会員

(3) 応募方法等

別添④の「共同研究申請書」を作成の上，下記応募先へ郵送してください。

応募先
〒890-8577 鹿児島県鹿児島市鴨池新町10番１号

鹿児島県 農政部 経営技術課 技術環境係

(4) 応募締切日

平成27年３月13日（金）必着

(5) 審査及び審査結果の通知

応募内容を県の選定委員会において審査の上，実施の可否を決定します。

◎ 審査方法
申請内容が別添⑤の「大隅加工技術研究センターの共同研究に関する指針

(案)」の第３に規定している「共同研究の実施要件」に合致しているか審査し
ます。

◎ 審査結果の通知
審査結果は審査終了後，文書で通知します。

(6) 所要経費

共同研究に要する経費は，センター所長と共同研究者の両者が協議の上，研
究・開発の分担に応じて，負担していただくこととなります。

(7) 研究成果等の取扱い

別添⑤の「大隅加工技術研究センターの共同研究に関する指針(案)」の第７
から第15に記載した取扱いとします。

(8) その他

応募に当たっては，別添⑤の「大隅加工技術研究センターの共同研究に関す
る指針(案)」の熟読をよろしくお願いします。

（ お問い合わせ先 ）経営技術課 技術環境係（担当者：岡田）
TEL : 099-286-3155 FAX : 099-286-5593

発行元
鹿児島県農政部経営技術課
〒890-8577 鹿児島市鴨池新町10-1
TEL：099-286-3155 FAX：099-286-5593
E-mail：keigi-shiken@pref.kagoshima.lg.jp



大隅加工技術研究センター開放施設使用規程（案）

（趣 旨）
第１条 この規程は，大隅加工技術研究センター（以下「センター」とい
う。）の施設のうち，センターが行う研究・開発業務等に支障のない範
囲で食品加工事業者等が使用できる施設(以下「開放施設」という。）の
使用に関し，必要な事項を定めるものとする。

（開放施設）
第２条 開放施設の範囲は，次のとおりとする。

(1) 加工ライン実験施設
(2) 加工開発実験施設
(3) 企画・支援施設の開放検査室及び実験室（以下「開放検査室等」

という。）

２ 第１項の開放施設においては，別表の機器を使用できるものとする。

（使用者の範囲）
第３条 開放施設を使用できるものは，次に掲げるものとする。

(1) 鹿児島県内の食品加工事業者，農業団体の職員及び農業者等
(2) 鹿児島県内の大学・短期大学の学生及び高等学校の生徒等
(3) センターと共同研究を行う食品加工事業者等
(4) その他センター所長が適当と認めたもの

（休業日）
第４条 開放施設の休業日は，次のとおりとする。ただし，センター所長
が，特別の理由があると認めるときは，この限りではない。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) １月２日及び３日並びに12月29日から31日まで

（使用時間）
第５条 開放施設の使用時間は，施設の清掃等も含み，午前９時から午後
５時までとする。ただし，センター所長が，特別の理由があると認める
ときは，この限りではない。

（使用の申込）
第６条 開放施設の使用を希望するものは，使用を希望する施設ごとに，
センター開放施設使用許可申請書（別記第１号様式又は第２号様式）を
それぞれ次の時期までにセンター所長に提出しなければならない。ただ
し，センター所長が特別の理由があると認めるときは，この限りでない。

別添①
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(1) 加工ライン実験施設及び加工開発実験施設の製品開発試作室の使
用を希望するとき

使用を希望する日が属する月の前月の10日（10日が第４条の休業
日であるときはその前日）

(2) 加工開発実験施設の加工開発・試作室及び企画・支援施設の開放
検査室等の使用を希望するとき

使用を希望する日が属する週の前々週の末日（末日が第４条の休
業日であるときはその前日）

（使用の許可）
第７条 センター所長は，前条の規定により，使用許可申請書が提出され
たときは，その内容を審査し，センターの研究・開発業務等に支障がな
く，かつ，使用させることが適当であると認められる場合において，使
用を希望する施設ごとに，それぞれ次の期間を上限として使用を許可す
るものとする。
(1) 加工ライン実験施設及び加工開発実験施設の製品開発試作室の使

用を希望するとき 原則として５日間
(2) 加工開発実験施設の加工開発・試作室及び企画・支援施設の開放

検査室等の使用を希望するとき 原則として３日間

２ 同時期に２以上のものが同じ開放施設の使用を希望し，調整がつかな
いときは，センター開放施設使用者選定委員会を開催し，使用者を選定
するものとする。

３ センター所長は，第１項の使用の許可をしたときは，センター開放施
設使用許可書（別記第３号様式又は第４号様式）により，当該申請者に
通知するものとする。

（使用許可の取消等）
第８条 センター所長は，開放施設の使用の許可を受けたもの（以下「使

用者」という。）が，次の各号のいずれかに該当する場合は，使用許可
の全部若しくは一部を取り消し，若しくはその内容を変更し，又は使用
許可施設の使用の中止を命ずることができる。
(1) 使用者が使用許可の内容又は使用許可に付された条件に違反した

とき。
(2) 使用者が本規程に違反したとき。
(3) 使用者が不正の手段によって使用許可を受けたとき。
(4) 使用者が施設を利用する権利を第三者に譲渡又は転貸したと認め

るとき。
(5) 公益上特に必要があると認めるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか，施設の管理上特に必要があると認め

るとき。
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（使用の制限）
第９条 使用者が，暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平
成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団又は鹿児島県暴力団
排除条例（平成26年鹿児島県条例第22号）第２条第３号に規定する暴力
団員等であると認められるときは，センター所長は使用を拒み，又は使
用許可を取り消すことができる。

（使用料）
第10条 使用者は，別表に定める使用料を納めなければならない。

（使用料の免除）
第11条 大隅加工技術研究センター使用料徴収条例（平成27年鹿児島県条
例第○○号）第４条の規定による使用料の免除を受けようとするものは，
使用料免除申請書（別記第５号様式）をセンター所長に提出しなければ
ならない。

２ センター所長は，第１項の使用料免除を決定したときは，使用料免除
決定通知書（別記第６号様式）により，当該申請者に通知するものとす
る。

（使用者の遵守事項）
第12条 使用者は，開放施設使用に当たっては，次の事項を遵守しなけれ
ばならない。
(1) センター職員の指示があった場合は，その指示に従うこと。
(2) 使用する機器は使用許可を受けた施設内で使用することとし，外

部へ持ち出さないこと。また，外部から機器を持ち込まないこと。
(3) 機器以外の白衣，手袋，帽子，靴等，作業員が直接身につけるも

のについては，使用者が持参すること。
(4) 使用する際に持ち込む材料等は，使用許可期間中に必要なものの

みとし，使用者の責任において管理すること。
(5) あらかじめ，機器の使用経験のある者を選任し，使用に当たらせ

ること。
(6) 使用に当たっては，安全確認を十分に行い，作業終了後は，機器

の洗浄，施設の清掃を行い，センター職員の確認を受けること。
(7) 作業終了後は，試作した製品，持ち込んで残った材料，使用によ

って生じた廃棄物や加工残渣等は，使用者が全て持ち帰ること。
(8) 施設及び機器に破損，又は亡失等が生じたときは，直ちにセンタ

ー職員に報告し，センター所長の指示に従って原状に復すること。
(9) 恒常的な生産活動を目的とした使用はしないこと。
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２ 休業日及び時間外に使用するものは，前項に掲げる事項のほか，次に
掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用について，事前にセンター職員の指示を受けること。
(2) 使用する際は，必ず複数の者で使用すること。
(3) 故障その他異常を発見したときは，速やかにセンター職員又は管

理業務員に連絡し，指示を受けること。
(4) 使用を終了又は中止するときは，その旨をセンター職員又は管理

業務員に連絡して退出すること。

（事故責任等）
第13条 使用者の責に帰すべき事由により使用者が人的又は物的損害を受
けても，センターは一切の責任を負わないものとする。

２ 使用者の責に帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合は，使用
者がその損害を賠償するものとする。

（その他）
第14条 この規程に定めるほか，開放施設の使用に関して必要な事項は，
センター所長が別に定めるものとする。

附 則
この規程は，平成27年 月 日から施行する。
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別表（第２条，第10条関係）

機能区分 機器名 単位 基本料金

根菜類洗浄機 1時間 490円

野菜洗浄機 1時間 500円

球根皮剥機 1時間 400円

脱水機 1時間 420円

切断 多機能野菜細断機 1時間 750円

洗浄殺菌 洗浄殺菌槽 1時間 640円

ブランチング ブランチング槽・冷却槽 1時間 3,100円

蒸し機 1時間 990円

加圧真空釜 1時間 3,510円

調整 裏ごし機 1時間 430円

混合 混練機 1時間 440円

ペースト充填機 1時間 460円

据置型真空包装機 1時間 490円

金属検出機 1時間 410円

Ｘ線異物検出装置 1時間 570円

根菜類洗浄機 1時間 490円

野菜洗浄機 1時間 500円

球根皮剥機 1時間 400円

脱水機 1時間 420円

切断 野菜細断機 1時間 460円

洗浄殺菌 洗浄殺菌槽 1時間 640円

ブランチング ブランチング槽・冷却槽 1時間 3,100円

加熱 蒸し機 1時間 990円

調整 ミンチ機 1時間 400円

ダブルドラムドライヤー 1時間 2,180円

熱風乾燥機 1時間 2,190円

真空凍結乾燥機 1時間 2,210円

混合 粉体ミキサー 1時間 420円

粉砕 万能粉砕機 1時間 430円

施　　　設

加熱

充填・包装

検査

加工ライン実験施設

ウエットライン

ドライライン

乾燥

前処理

前処理
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機能区分 機器名 単位 基本料金施　　　設

粉体充填機 1時間 520円

ガス置換式真空包装機 1時間 490円

金属検出機 1時間 410円

Ｘ線異物検出装置 1時間 570円

高圧根菜類洗浄機 1時間 740円

小型脱水機 1時間 420円

野菜細断機 1時間 460円

ダイサー 1時間 460円

チョッパーパルパーフィニッシャー 1時間 420円

半自動みかん搾汁機 1時間 390円

水平ろ板濾過機 1時間 410円

膜モジュールテスト機 1時間 420円

分離 食品用遠心分離機 1時間 440円

粉体ミキサー 1時間 400円

パン用ミキサー 1時間 430円

卓上型ミキサー 1時間 400円

ドウコンディショナー 1時間 410円

裏ごし機 1時間 430円

高圧ホモジナイザー 1時間 470円

高性能磨砕機 1時間 490円

多機能ミル 1時間 540円

パン用伸展機 1時間 400円

アイスクリーム・フリーザー 1時間 410円

麺押出し機用小型ミキサー・押出し部 1時間 490円

小型押出形成機 1時間 450円

造粒機 1時間 390円

包餡機 1時間 510円

カッターミル 1時間 500円

万能粉砕機 1時間 430円

旋回気流式微粉砕機 1時間 670円

振動ボールミル 1時間 410円

切断

搾汁

濃縮・濾過

混合

前処理

原料調整

形成

ドライライン

加工開発実験施設

充填・包装

検査

粉砕
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機能区分 機器名 単位 基本料金施　　　設

熱風乾燥機 1時間 2,190円

小型ダブルドラムドライヤー 1時間 570円

通風乾燥機 1時間 460円

小型真空凍結乾燥機 1時間 610円

小型低温乾燥機 1時間 570円

スプレードライヤー 1時間 480円

フラッシュドライヤー 1時間 540円

蒸し機 1時間 990円

二重釜 1時間 2,610円

小型加圧真空ケトルミキサー 1時間 1,850円

過熱水蒸気処理装置 1時間 2,110円

スチームコンベクションオーブン 1時間 580円

コンベクションオーブン 1時間 550円

デッキオーブン 1時間 680円

煎餅焼き機 1時間 490円

真空フライヤーＡ 1時間 3,410円

真空フライヤーＢ 1時間 490円

高温高圧殺菌機 1時間 1,300円

プレート殺菌装置 1時間 490円

小型充填機 1時間 400円

カップシーラー 1時間 400円

半自動ホームシーマー 1時間 430円

ダブルチャンバー式真空包装機 1時間 590円

ガス置換式真空包装機 1時間 490円

検査 金属検出機 1時間 410円

光度測定 分光光度計 1時間 410円

色調測定 色差計 1時間 420円

赤外線水分計 1時間 400円

迅速水分測定装置 １件 900円

水分活性測定装置 1時間 400円

水分系測定

企画・支援施設

殺菌処理

充填・包装

乾燥

開放検査室

加工開発実験施設

加熱調理

焼成機器

油加工
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機能区分 機器名 単位 基本料金施　　　設

ATP拭き取り検査器 １件 660円

微生物測定機器一式 １件 880円

恒温保存 温度勾配恒温器 1日 1,000円

高速液体クロマトグラフ質量分析計 1時間 1,110円

超高速液体クロマトグラフ 1時間 740円

高速液体クロマトグラフ 1時間 560円

ガスクロマトグラフ質量分析計 1時間 880円

ガスクロマトグラフ 1時間 450円

デジタルマイクロスコープ 1時間 520円

電子顕微鏡 1時間 730円

色調測定 粉体白度計 1時間 400円

抽出分析 ソックスレー抽出装置 １件 1,180円

粘度測定装置 1件 980円

粘度・粘弾性測定装置 1時間 550円

レーザー回折式粒度分布測定装置 1時間 710円

食品物性測定装置 1時間 570円

紫外可視分光光度計 1時間 410円

分光蛍光光度計 1時間 450円

マルチディテクションマイクロプレートリーダー 1件 650円

フーリエ変換赤外分光光度計 1時間 520円

光度測定

微生物測定

化学成分分析

光学系観察

物理性測定

実験室

開放検査室
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別記
第１号様式（第６条関係）

受付ＮＯ.

平成 年 月 日

大隅加工技術研究センター開放施設使用許可申請書
（加工ライン実験施設，加工開発実験施設の製品開発試作室）

大隅加工技術研究センター所長 殿

申 請 者 住 所
企 業 等 名
代表者氏名
担当者氏名
連 絡 先 T E L

F A X
Email

大隅加工技術研究センターの開放施設を下記のとおり使用したいので申請します。
なお，使用に当たっては，大隅加工技術研究センター開放施設使用規程を了知の上，同第12

条の使用者の遵守事項を遵守するとともに，同第13条の事故責任等に同意します。

記

使用人数 人
使用目的 □ 技術開発 □ 試 作 □ 品質管理 □ その他

具体的な原料及び内容（ ）
□ 加工ライン実験施設

□ ウエットライン
使 用 希 望 □ ペースト 平成 年 月 日 時 分 から

平成 年 月 日 時 分 まで
施設・期間 □ 水 煮 平成 年 月 日 時 分 から

平成 年 月 日 時 分 まで
□ 冷 凍 平成 年 月 日 時 分 から

平成 年 月 日 時 分 まで
□ カ ッ ト 平成 年 月 日 時 分 から

平成 年 月 日 時 分 まで
※ 別紙１に使用機器を記入し，添付すること

□ ドライライン
□ 乾 燥 平成 年 月 日 時 分 から

平成 年 月 日 時 分 まで
□ 粉 末 平成 年 月 日 時 分 から

平成 年 月 日 時 分 まで
□ フレーク 平成 年 月 日 時 分 から

平成 年 月 日 時 分 まで
※ 別紙２に使用機器を記入し，添付すること

□ 加工開発実験施設
□ 製品開発試作室 平成 年 月 日 時 分 から

平成 年 月 日 時 分 まで
※ 別紙３に使用機器を記入し，添付すること

使用料額 円
備 考

（伺い）□ 上記申請について，別案のとおり使用を許可してよろしいか。
□ 上記申請に係る使用許可の可否について，使用者選定委員会に諮ってよろしいか。

平成 年 月 日
次 長 研究調整監 研究参事 研究部門 企画・支援部門 起 案
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別紙１

　加工ライン実験施設 （ウエットライン） における使用機器は以下のとおりです。

番号 機能区分 機器名

1 根菜類洗浄機 490 円／時間 時間 円

2 野菜洗浄機 500 円／時間 時間 円

3 球根皮剥機 400 円／時間 時間 円

4 脱水機 420 円／時間 時間 円

5 切断 多機能野菜細断機 750 円／時間 時間 円

6 洗浄殺菌 洗浄殺菌槽 640 円／時間 時間 円

7 ブランチング ブランチング槽・冷却槽 3,100 円／時間 時間 円

8 蒸し機 990 円／時間 時間 円

9 加圧真空釜 3,510 円／時間 時間 円

10 調整 裏ごし機 430 円／時間 時間 円

11 混合 混練機 440 円／時間 時間 円

12 ペースト充填機 460 円／時間 時間 円

13 据置型真空包装機 490 円／時間 時間 円

14 金属検出機 410 円／時間 時間 円

15 Ｘ線異物検出装置 570 円／時間 時間 円

円

※　網掛けは，必須加工機器

(ラ・Ｗ-申）

合　計

使用料額

大隅加工技術研究センター開放施設使用許可申請に係る機器内訳書

充填・包装

検査

使用時間

加熱

前処理

単位当たり
基本料金
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別紙２

　加工ライン実験施設 （ドライライン） における使用機器は以下のとおりです。

番号 機能区分 機器名

1 根菜類洗浄機 490 円／時間 時間 円

2 野菜洗浄機 500 円／時間 時間 円

3 球根皮剥機 400 円／時間 時間 円

4 脱水機 420 円／時間 時間 円

5 切断 野菜細断機 460 円／時間 時間 円

6 洗浄殺菌 洗浄殺菌槽 640 円／時間 時間 円

7 ブランチング ブランチング槽・冷却槽 3,100 円／時間 時間 円

8 加熱 蒸し機 990 円／時間 時間 円

9 調整 ミンチ機 400 円／時間 時間 円

10 ダブルドラムドライヤー 2,180 円／時間 時間 円

11 熱風乾燥機 2,190 円／時間 時間 円

12 真空凍結乾燥機 2,210 円／時間 時間 円

13 混合 粉体ミキサー 420 円／時間 時間 円

14 粉砕 万能粉砕機 430 円／時間 時間 円

15 粉体充填機 520 円／時間 時間 円

16 ガス置換式真空包装機 490 円／時間 時間 円

17 金属検出機 410 円／時間 時間 円

18 Ｘ線異物検出装置 570 円／時間 時間 円

円

※　網掛けは，必須加工機器

(ラ・D-申）

合　計

使用料額

大隅加工技術研究センター開放施設使用許可申請に係る機器内訳書

充填・包装

検査

乾燥

使用時間

前処理

単位当たり
基本料金
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別紙３

　加工開発実験施設 （製品開発試作室） における使用機器は以下のとおりです。

番号
機能
区分

機器名
設置・格
納場所

1 高圧根菜類洗浄機 740 円／時間 時間 円 Ａ

2 小型脱水機 420 円／時間 時間 円 Ａ

3 野菜細断機 460 円／時間 時間 円 Ａ

4 ダイサー 460 円／時間 時間 円 Ａ

5 チョッパーパルパーフィニッシャー 420 円／時間 時間 円 Ａ

6 半自動みかん搾汁機 390 円／時間 時間 円 Ｆ

7 水平ろ板濾過機 410 円／時間 時間 円 Ｆ

8 膜モジュールテスト機 420 円／時間 時間 円 Ｆ

9 分離 食品用遠心分離機 440 円／時間 時間 円 Ａ

10 粉体ミキサー 400 円／時間 時間 円 Ｆ

11 パン用ミキサー 430 円／時間 時間 円 Ｆ

12 卓上型ミキサー 400 円／時間 時間 円 Ｆ

13 ドウコンディショナー 410 円／時間 時間 円 Ｆ

14 裏ごし機 430 円／時間 時間 円 Ｆ

15 高圧ホモジナイザー 470 円／時間 時間 円 Ｆ

16 高性能磨砕機 490 円／時間 時間 円 Ｆ

17 多機能ミル 540 円／時間 時間 円 Ｆ

18 パン用伸展機 400 円／時間 時間 円 Ｆ

19 アイスクリーム・フリーザー 410 円／時間 時間 円 Ｅ

20 麺押出し機用小型ミキサー・押出し部 490 円／時間 時間 円 Ｅ

21 小型押出形成機 450 円／時間 時間 円 Ｅ

22 造粒機 390 円／時間 時間 円 Ｅ

23 包餡機 510 円／時間 時間 円 Ｅ

24 カッターミル 500 円／時間 時間 円 Ｂ

25 万能粉砕機 430 円／時間 時間 円 Ｂ

(加試-申） (裏面に続く)

粉砕

大隅加工技術研究センター開放施設使用許可申請に係る機器内訳書

使用時間 使用料額

前処理

切断

搾汁

濃縮
・
濾過

混合

原料
調整

形成

単位当たり
基本料金
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番号
機能
区分

機器名
設置・格
納場所

26 旋回気流式微粉砕機 670 円／時間 時間 円 Ｂ

27 振動ボールミル 410 円／時間 時間 円 Ｂ

28 熱風乾燥機 2,190 円／時間 時間 円 Ａ

29 小型ダブルドラムドライヤー 570 円／時間 時間 円 Ａ

30 通風乾燥機 460 円／時間 時間 円 Ｄ

31 小型真空凍結乾燥機 610 円／時間 時間 円 Ｄ

32 小型低温乾燥機 570 円／時間 時間 円 Ｄ

33 スプレードライヤー 480 円／時間 時間 円 Ｄ

34 フラッシュドライヤー 540 円／時間 時間 円 Ｄ

35 蒸し機 990 円／時間 時間 円 Ａ

36 二重釜 2,610 円／時間 時間 円 Ａ

37 小型加圧真空ケトルミキサー 1,850 円／時間 時間 円 Ａ

38 過熱水蒸気処理装置 2,110 円／時間 時間 円 Ａ

39 スチームコンベクションオーブン 580 円／時間 時間 円 Ｅ

40 コンベクションオーブン 550 円／時間 時間 円 Ｇ

41 デッキオーブン 680 円／時間 時間 円 Ｅ

42 煎餅焼き機 490 円／時間 時間 円 Ｅ・Ｇ

43 真空フライヤーA 3,410 円／時間 時間 円 Ｃ

44 真空フライヤーB 490 円／時間 時間 円 Ｃ

45 高温高圧殺菌機 1,300 円／時間 時間 円 Ａ

46 プレート殺菌装置 490 円／時間 時間 円 Ｄ

47 小型充填機 400 円／時間 時間 円 Ｄ

48 カップシーラー 400 円／時間 時間 円 Ｄ

49 半自動ホームシーマー 430 円／時間 時間 円 Ｄ

50 ダブルチャンバー式真空包装機 590 円／時間 時間 円 Ｅ

51 ガス置換式真空包装機 490 円／時間 時間 円 Ｇ

52 検査 金属検出機 410 円／時間 時間 円 Ｇ

円

※　設置・格納場所の欄にあるローマ字表記の凡例は以下のとおりです。
　　　Ａ：加工開発・試作室，Ｂ：粉砕加工室，Ｃ：真空フライ開発・試作室，Ｄ：試作品調整機器室，
　　　Ｅ：試作品製造機器室，Ｆ：原材料調整機器室，Ｇ：製品開発試作室

※　上記の室の配置を示した平面図は別添のとおりです。

使用料額

粉砕

乾燥

加熱
調理

合　計

油加工

殺菌
処理

充填
・
包装

焼成
機器

単位当たり
基本料金

使用時間
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平面図（加工開発実験施設，企画・支援施設）

製品開発試作室

Ａ

真空フライ

開発・試作室

試作品調整

機器室

試作品製造機器室

原材料調整機器室

利用者控室

粉砕加工室

加工開発・試作室

製品開発試作室

Ｂ

○ 加工開発実験施設

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｇ

研修室・会議室 相談室

開放検査室（Ａ，Ｂ）

実験室

実験室（Ｃ～Ｇ）

玄関

○ 企画・支援施設（開放検査室，実験室）

事務室中庭

電気室

事務室

微生物開放

検査室

理化学開放

検査室

ガスクロマト

グラフ室

顕微鏡室

液体クロマト

グラフ室

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

有機溶媒実験室 物性測定室

ＦＧ

出入口
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第２号様式（第６条関係）
受付ＮＯ.

平成 年 月 日

大隅加工技術研究センター開放施設使用許可申請書
（加工開発実験施設の加工開発・試作室，企画・支援施設の開放検査室及び実験室）

大隅加工技術研究センター所長 殿

申 請 者 住 所
企 業 等 名
代表者氏名
担当者氏名
連 絡 先 T E L

F A X
Email

大隅加工技術研究センターの開放施設を下記のとおり使用したいので申請します。
なお，使用に当たっては，大隅加工技術研究センター開放施設使用規程を了知の上，同第12

条の使用者の遵守事項を遵守するとともに，同第13条の事故責任等に同意します。

記

使用人数 人
使用目的 □ 技術開発 □ 試 作 □ 品質管理 □ その他

具体的な原料及び内容（ ）
□ 加工開発実験施設

□ 加工開発・試作室 平成 年 月 日 時 分 から
使 用 希 望 平成 年 月 日 時 分 まで

※ 別紙1に使用機器を記入し，添付すること

施設・期間 □ 企画・支援施設
□ 開放検査室 平成 年 月 日 時 分 から

平成 年 月 日 時 分 まで
※ 別紙２に使用機器を記入し，添付すること

□ 実験室 平成 年 月 日 時 分 から
平成 年 月 日 時 分 まで

※ 別紙３に使用機器を記入し，添付すること

使用料額 円

備 考

（伺い）□ 上記申請について，別案のとおり使用を許可してよろしいか。
□ 上記申請に係る使用許可の可否について，使用者選定委員会に諮ってよろしいか。

平成 年 月 日
次 長 研究調整監 研究参事 研究部門 企画・支援部門 起 案

- 15 -



別紙１

番号
機能
区分

機器名
設置・格
納場所

1 高圧根菜類洗浄機 740 円／時間 時間 円 Ａ

2 小型脱水機 420 円／時間 時間 円 Ａ

3 野菜細断機 460 円／時間 時間 円 Ａ

4 ダイサー 460 円／時間 時間 円 Ａ

5 チョッパーパルパーフィニッシャー 420 円／時間 時間 円 Ａ

6 半自動みかん搾汁機 390 円／時間 時間 円 Ｆ

7 水平ろ板濾過機 410 円／時間 時間 円 Ｆ

8 膜モジュールテスト機 420 円／時間 時間 円 Ｆ

9 分離 食品用遠心分離機 440 円／時間 時間 円 Ａ

10 粉体ミキサー 400 円／時間 時間 円 Ｆ

11 パン用ミキサー 430 円／時間 時間 円 Ｆ

12 卓上型ミキサー 400 円／時間 時間 円 Ｆ

13 ドウコンディショナー 410 円／時間 時間 円 Ｆ

14 裏ごし機 430 円／時間 時間 円 Ｆ

15 高圧ホモジナイザー 470 円／時間 時間 円 Ｆ

16 高性能磨砕機 490 円／時間 時間 円 Ｆ

17 多機能ミル 540 円／時間 時間 円 Ｆ

18 パン用伸展機 400 円／時間 時間 円 Ｆ

19 アイスクリーム・フリーザー 410 円／時間 時間 円 Ｅ

20 麺押出し機用小型ミキサー・押出し部 490 円／時間 時間 円 Ｅ

21 小型押出形成機 450 円／時間 時間 円 Ｅ

22 造粒機 390 円／時間 時間 円 Ｅ

23 包餡機 510 円／時間 時間 円 Ｅ

24 カッターミル 500 円／時間 時間 円 Ｂ

25 万能粉砕機 430 円／時間 時間 円 Ｂ

(加加-申） (裏面に続く)

大隅加工技術研究センター開放施設使用許可申請に係る機器内訳書

　加工開発実験施設 （加工開発・試作室） における使用機器は以下のとおりです。

使用時間

前処理

切断

搾汁

使用料額
単位当たり
基本料金

濃縮
・
濾過

混合

原料
調整

形成

粉砕
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番号
機能
区分

機器名
設置・格
納場所

26 旋回気流式微粉砕機 670 円／時間 時間 円 Ｂ

27 振動ボールミル 410 円／時間 時間 円 Ｂ

28 熱風乾燥機 2,190 円／時間 時間 円 Ａ

29 小型ダブルドラムドライヤー 570 円／時間 時間 円 Ａ

30 通風乾燥機 460 円／時間 時間 円 Ｄ

31 小型真空凍結乾燥機 610 円／時間 時間 円 Ｄ

32 小型低温乾燥機 570 円／時間 時間 円 Ｄ

33 スプレードライヤー 480 円／時間 時間 円 Ｄ

34 フラッシュドライヤー 540 円／時間 時間 円 Ｄ

35 蒸し機 990 円／時間 時間 円 Ａ

36 二重釜 2,610 円／時間 時間 円 Ａ

37 小型加圧真空ケトルミキサー 1,850 円／時間 時間 円 Ａ

38 過熱水蒸気処理装置 2,110 円／時間 時間 円 Ａ

39 スチームコンベクションオーブン 580 円／時間 時間 円 Ｅ

40 デッキオーブン 680 円／時間 時間 円 Ｅ

41 煎餅焼き機 490 円／時間 時間 円 Ｅ・Ｇ

42 真空フライヤーA 3,410 円／時間 時間 円 Ｃ

43 真空フライヤーB 490 円／時間 時間 円 Ｃ

44 高温高圧殺菌機 1,300 円／時間 時間 円 Ａ

45 プレート殺菌装置 490 円／時間 時間 円 Ｄ

46 小型充填機 400 円／時間 時間 円 Ｄ

47 カップシーラー 400 円／時間 時間 円 Ｄ

48 半自動ホームシーマー 430 円／時間 時間 円 Ｄ

49 ダブルチャンバー式真空包装機 590 円／時間 時間 円 Ｅ

50 ガス置換式真空包装機 490 円／時間 時間 円 Ｇ

51 検査 金属検出機 410 円／時間 時間 円 Ｇ

円

※　設置・格納場所の欄にあるローマ字表記の凡例は以下のとおりです。
　　　Ａ：加工開発・試作室，Ｂ：粉砕加工室，Ｃ：真空フライ開発・試作室，Ｄ：試作品調整機器室，
　　　Ｅ：試作品製造機器室，Ｆ：原材料調整機器室，Ｇ：製品開発試作室

使用料額使用時間

合　計

単位当たり
基本料金

焼成
機器

油加工

※　上記の室の配置を示した平面図は別添のとおりです。

殺菌
処理

充填
・
包装

粉砕

乾燥

加熱
調理
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別紙２

　企画・支援施設 （開放検査室） における使用機器は以下のとおりです。

番号 機能区分 機器名
設置・格納
場所

1 光度測定 分光光度計 410 円／時間 時間 円 Ａ

2 色調測定 色差計 420 円／時間 時間 円 Ａ

3 赤外線水分計 400 円／時間 時間 円 Ａ

4 迅速水分測定装置 900 円／件 件 円 Ａ

5 水分活性測定装置 400 円／時間 時間 円 Ｂ

6 ATP拭き取り検査器 660 円／件 件 円 Ｂ

7 微生物測定機器一式 880 円／件 件 円 Ｂ

8 恒温保存 温度勾配恒温器 1,000 円／日 日 円 Ｂ

円

(企開-申）

※　上記の室の配置を示した平面図は別添のとおりです。

※　設置・格納場所の欄にあるローマ字表記の凡例は以下のとおりです。
　　　Ａ：理化学開放検査室，Ｂ：微生物開放検査室

合　計

大隅加工技術研究センター開放施設使用許可申請に係る機器内訳書

使用時間(日)
または
使用件数

水分系
測定

微生物
測定

使用料額
単位当たり
基本料金
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別紙３

　企画・支援施設 （実験室） における使用機器は以下のとおりです。

番号 機能区分 機器名
設置・格納
場所

1
高速液体クロマトグラフ
質量分析計

1,110 円／時間 時間 円 Ｅ

2 超高速液体クロマトグラフ 740 円／時間 時間 円 Ｅ

3 高速液体クロマトグラフ 560 円／時間 時間 円 Ｅ

4 ガスクロマトグラフ質量分析計 880 円／時間 時間 円 Ｃ

5 ガスクロマトグラフ 450 円／時間 時間 円 Ｃ

6 デジタルマイクロスコープ 520 円／時間 時間 円 Ｄ

7 電子顕微鏡 730 円／時間 時間 円 Ｄ

8 色調測定 粉体白度計 400 円／時間 時間 円 Ｅ

9 抽出分析 ソックスレー抽出装置 1,180 円／件 件 円 Ｇ

10 粘度測定装置 980 円／件 件 円 Ｆ

11 粘度・粘弾性測定装置 550 円／時間 時間 円 Ｆ

12
レーザー回折式粒度分布
測定装置

710 円／時間 時間 円 Ｆ

13 食品物性測定装置 570 円／時間 時間 円 Ｆ

14 紫外可視分光光度計 410 円／時間 時間 円 Ｅ

15 分光蛍光光度計 450 円／時間 時間 円 Ｃ

16
マルチディテクション
マイクロプレートリーダー

650 円／件 件 円 Ｅ

17 フーリエ変換赤外分光光度計 520 円／時間 時間 円 Ｃ

円

(企研-申）

※　設置・格納場所の欄にあるローマ字表記の凡例は以下のとおりです。
　　　Ｃ：ガスクロマトグラフ室，Ｄ：顕微鏡室，Ｅ：液体クロマトグラフ室，
　　　Ｆ：物性測定室，Ｇ：有機溶媒実験室

※　上記の室の配置を示した平面図は別添のとおりです。

合　計

使用料額

大隅加工技術研究センター開放施設使用許可申請に係る機器内訳書

光度測定

光学系
観察

物理性
測定

使用時間
または
使用件数

化学成分
分析

単位当たり
基本料金

- 19 -



平面図（加工開発実験施設，企画・支援施設）

製品開発試作室

Ａ

真空フライ

開発・試作室

試作品調整

機器室

試作品製造機器室

原材料調整機器室

利用者控室

粉砕加工室

加工開発・試作室

製品開発試作室

Ｂ

○ 加工開発実験施設

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｇ

研修室・会議室 相談室

開放検査室（Ａ，Ｂ）

実験室

実験室（Ｃ～Ｇ）

玄関

○ 企画・支援施設（開放検査室，実験室）

事務室中庭

電気室

事務室

微生物開放

検査室

理化学開放

検査室

ガスクロマト

グラフ室

顕微鏡室

液体クロマト

グラフ室

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

有機溶媒実験室 物性測定室

ＦＧ

出入口
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第３号様式（第７条関係）
ＮＯ.

平成 年 月 日

大隅加工技術研究センター開放施設使用許可書
（加工ライン実験施設，加工開発実験施設の製品開発試作室）

申 請 者 殿
住 所
企 業 等 名
代表者氏名
担当者氏名
連 絡 先 T E L

F A X
Email

大隅加工技術研究センター所長 印

大隅加工技術研究センターの開放施設の使用を下記のとおり許可します。

記

使用人数 人
使用目的 □ 技術開発 □ 試 作 □ 品質管理 □ その他

具体的な原料及び内容（ ）
□ 加工ライン実験施設

□ ウエットライン
使 用 希 望 □ ペースト 平成 年 月 日 時 分 から

平成 年 月 日 時 分 まで
施設・期間 □ 水 煮 平成 年 月 日 時 分 から

平成 年 月 日 時 分 まで
□ 冷 凍 平成 年 月 日 時 分 から

平成 年 月 日 時 分 まで
□ カ ッ ト 平成 年 月 日 時 分 から

平成 年 月 日 時 分 まで
※ 使用機器は別紙１のとおり

□ ドライライン
□ 乾 燥 平成 年 月 日 時 分 から

平成 年 月 日 時 分 まで
□ 粉 末 平成 年 月 日 時 分 から

平成 年 月 日 時 分 まで
□ フレーク 平成 年 月 日 時 分 から

平成 年 月 日 時 分 まで
※ 使用機器は別紙２のとおり

□ 加工開発実験施設
□ 製品開発試作室 平成 年 月 日 時 分 から

平成 年 月 日 時 分 まで
※ 使用機器は別紙３のとおり

使用料額 円 納入時期
備 考

※ 使用許可の条件(使用者の遵守事項等)
① センター職員の指示があった場合は，その指示に従うこと。
② 使用する機器は使用許可を受けた施設内で使用することとし，外部へ持ち出さないこと。
また，外部から機器を持ち込まないこと。

③ 機器以外の白衣，手袋，帽子，靴等，作業員が直接身につけるものについては，使用者が
持参すること。

④ 使用する際に持ち込む材料等は，使用許可期間中に必要なもののみとし，使用者の責任に
おいて管理すること。

⑤ あらかじめ，機器の使用経験のある者を選任し，使用に当たらせること。
⑥ 使用に当たっては，安全確認を十分に行い，作業終了後は，機器の洗浄，施設の清掃を行
い，センター職員の確認を受けること。

⑦ 作業終了後は，試作した製品，持ち込んで残った材料，使用によって生じた廃棄物や加工
残渣等は，使用者が全て持ち帰ること。

⑧ 施設及び機器に破損，又は亡失等が生じたときは，直ちにセンター職員に報告し，センタ
ー所長の指示に従って原状に復すること。

⑨ 恒常的な生産活動を目的とした使用はしないこと。
⑩ 使用者の責に帰すべき事由により使用者が人的又は物的損害を受けても，センターは一切
の責任を負わない。

⑪ 使用者の責に帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合は，使用者がその損害を賠償
すること。
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別紙１

　加工ライン実験施設 （ウエットライン） における使用機器は以下のとおり許可します。

番号 機能区分 機器名

1 根菜類洗浄機 490 円／時間 時間 円

2 野菜洗浄機 500 円／時間 時間 円

3 球根皮剥機 400 円／時間 時間 円

4 脱水機 420 円／時間 時間 円

5 切断 多機能野菜細断機 750 円／時間 時間 円

6 洗浄殺菌 洗浄殺菌槽 640 円／時間 時間 円

7 ブランチング ブランチング槽・冷却槽 3,100 円／時間 時間 円

8 蒸し機 990 円／時間 時間 円

9 加圧真空釜 3,510 円／時間 時間 円

10 調整 裏ごし機 430 円／時間 時間 円

11 混合 混練機 440 円／時間 時間 円

12 ペースト充填機 460 円／時間 時間 円

13 据置型真空包装機 490 円／時間 時間 円

14 金属検出機 410 円／時間 時間 円

15 Ｘ線異物検出装置 570 円／時間 時間 円

円

※　網掛けは，必須加工機器

(ラ・Ｗ-許）

合　計

充填・包装

検査

大隅加工技術研究センター開放施設使用許可に係る機器内訳書

使用時間 使用料額

前処理

加熱

単位当たり
基本料金
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別紙２

　加工ライン実験施設 （ドライライン） における使用機器は以下のとおり許可します。

番号 機能区分 機器名

1 根菜類洗浄機 490 円／時間 時間 円

2 野菜洗浄機 500 円／時間 時間 円

3 球根皮剥機 400 円／時間 時間 円

4 脱水機 420 円／時間 時間 円

5 切断 野菜細断機 460 円／時間 時間 円

6 洗浄殺菌 洗浄殺菌槽 640 円／時間 時間 円

7 ブランチング ブランチング槽・冷却槽 3,100 円／時間 時間 円

8 加熱 蒸し機 990 円／時間 時間 円

9 調整 ミンチ機 400 円／時間 時間 円

10 ダブルドラムドライヤー 2,180 円／時間 時間 円

11 熱風乾燥機 2,190 円／時間 時間 円

12 真空凍結乾燥機 2,210 円／時間 時間 円

13 混合 粉体ミキサー 420 円／時間 時間 円

14 粉砕 万能粉砕機 430 円／時間 時間 円

15 粉体充填機 520 円／時間 時間 円

16 ガス置換式真空包装機 490 円／時間 時間 円

17 金属検出機 410 円／時間 時間 円

18 Ｘ線異物検出装置 570 円／時間 時間 円

円

※　網掛けは，必須加工機器

(ラ・D-許）

合　計

充填・包装

検査

大隅加工技術研究センター開放施設使用許可に係る機器内訳書

使用時間 使用料額

前処理

乾燥

単位当たり
基本料金
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別紙３

番号
機能
区分

機器名
設置・格
納場所

1 高圧根菜類洗浄機 740 円／時間 時間 円 Ａ

2 小型脱水機 420 円／時間 時間 円 Ａ

3 野菜細断機 460 円／時間 時間 円 Ａ

4 ダイサー 460 円／時間 時間 円 Ａ

5 チョッパーパルパーフィニッシャー 420 円／時間 時間 円 Ａ

6 半自動みかん搾汁機 390 円／時間 時間 円 Ｆ

7 水平ろ板濾過機 410 円／時間 時間 円 Ｆ

8 膜モジュールテスト機 420 円／時間 時間 円 Ｆ

9 分離 食品用遠心分離機 440 円／時間 時間 円 Ａ

10 粉体ミキサー 400 円／時間 時間 円 Ｆ

11 パン用ミキサー 430 円／時間 時間 円 Ｆ

12 卓上型ミキサー 400 円／時間 時間 円 Ｆ

13 ドウコンディショナー 410 円／時間 時間 円 Ｆ

14 裏ごし機 430 円／時間 時間 円 Ｆ

15 高圧ホモジナイザー 470 円／時間 時間 円 Ｆ

16 高性能磨砕機 490 円／時間 時間 円 Ｆ

17 多機能ミル 540 円／時間 時間 円 Ｆ

18 パン用伸展機 400 円／時間 時間 円 Ｆ

19 アイスクリーム・フリーザー 410 円／時間 時間 円 Ｅ

20 麺押出し機用小型ミキサー・押出し部 490 円／時間 時間 円 Ｅ

21 小型押出形成機 450 円／時間 時間 円 Ｅ

22 造粒機 390 円／時間 時間 円 Ｅ

23 包餡機 510 円／時間 時間 円 Ｅ

24 カッターミル 500 円／時間 時間 円 Ｂ

25 万能粉砕機 430 円／時間 時間 円 Ｂ

(加試-許） (裏面に続く)

搾汁

濃縮
・
濾過

混合

原料
調整

形成

大隅加工技術研究センター開放施設使用許可に係る機器内訳書

使用時間 使用料額

前処理

切断

単位当たり
基本料金

　加工開発実験施設 （製品開発試作室） における使用機器は以下のとおり許可します。

粉砕
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番号
機能
区分

機器名
設置・格
納場所

26 旋回気流式微粉砕機 670 円／時間 時間 円 Ｂ

27 振動ボールミル 410 円／時間 時間 円 Ｂ

28 熱風乾燥機 2,190 円／時間 時間 円 Ａ

29 小型ダブルドラムドライヤー 570 円／時間 時間 円 Ａ

30 通風乾燥機 460 円／時間 時間 円 Ｄ

31 小型真空凍結乾燥機 610 円／時間 時間 円 Ｄ

32 小型低温乾燥機 570 円／時間 時間 円 Ｄ

33 スプレードライヤー 480 円／時間 時間 円 Ｄ

34 フラッシュドライヤー 540 円／時間 時間 円 Ｄ

35 蒸し機 990 円／時間 時間 円 Ａ

36 二重釜 2,610 円／時間 時間 円 Ａ

37 小型加圧真空ケトルミキサー 1,850 円／時間 時間 円 Ａ

38 過熱水蒸気処理装置 2,110 円／時間 時間 円 Ａ

39 スチームコンベクションオーブン 580 円／時間 時間 円 Ｅ

40 コンベクションオーブン 550 円／時間 時間 円 Ｇ

41 デッキオーブン 680 円／時間 時間 円 Ｅ

42 煎餅焼き機 490 円／時間 時間 円 Ｅ・Ｇ

43 真空フライヤーA 3,410 円／時間 時間 円 Ｃ

44 真空フライヤーB 490 円／時間 時間 円 Ｃ

45 高温高圧殺菌機 1,300 円／時間 時間 円 Ａ

46 プレート殺菌装置 490 円／時間 時間 円 Ｄ

47 小型充填機 400 円／時間 時間 円 Ｄ

48 カップシーラー 400 円／時間 時間 円 Ｄ

49 半自動ホームシーマー 430 円／時間 時間 円 Ｄ

50 ダブルチャンバー式真空包装機 590 円／時間 時間 円 Ｅ

51 ガス置換式真空包装機 490 円／時間 時間 円 Ｇ

52 検査 金属検出機 410 円／時間 時間 円 Ｇ

円

※　設置・格納場所の欄にあるローマ字表記の凡例は以下のとおりです。
　　　Ａ：加工開発・試作室，Ｂ：粉砕加工室，Ｃ：真空フライ開発・試作室，Ｄ：試作品調整機器室，
　　　Ｅ：試作品製造機器室，Ｆ：原材料調整機器室，Ｇ：製品開発試作室

※　上記の室の配置を示した平面図は別添のとおりです。

使用料額

粉砕

乾燥

加熱
調理

合　計

油加工

殺菌
処理

充填
・
包装

焼成
機器

単位当たり
基本料金

使用時間
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平面図（加工開発実験施設，企画・支援施設）

製品開発試作室

Ａ

真空フライ

開発・試作室

試作品調整

機器室

試作品製造機器室

原材料調整機器室

利用者控室

粉砕加工室

加工開発・試作室

製品開発試作室

Ｂ

○ 加工開発実験施設

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｇ

研修室・会議室 相談室

開放検査室（Ａ，Ｂ）

実験室

実験室（Ｃ～Ｇ）

玄関

○ 企画・支援施設（開放検査室，実験室）

事務室中庭

電気室

事務室

微生物開放

検査室

理化学開放

検査室

ガスクロマト

グラフ室

顕微鏡室

液体クロマト

グラフ室

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

有機溶媒実験室 物性測定室

ＦＧ

出入口
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第４号様式（第７条関係）
ＮＯ.

平成 年 月 日

大隅加工技術研究センター開放施設使用許可書
（加工開発実験施設の加工開発・試作室，企画・支援施設の開放検査室及び実験室）

申 請 者 殿
住 所
企 業 等 名
代表者氏名
担当者氏名
連 絡 先 T E L

F A X
Email

大隅加工技術研究センター所長 印

大隅加工技術研究センターの開放施設の使用を下記のとおり許可します。

記

使用人数 人
使用目的 □ 技術開発 □ 試 作 □ 品質管理 □ その他

具体的な原料及び内容（ ）
□ 加工開発実験施設

□ 加工開発・試作室 平成 年 月 日 時 分 から
使 用 希 望 平成 年 月 日 時 分 まで

※ 使用機器は別紙１のとおり

施設・期間 □ 企画・支援施設
□ 開放検査室 平成 年 月 日 時 分 から

平成 年 月 日 時 分 まで
※ 使用機器は別紙２のとおり

□ 実験室 平成 年 月 日 時 分 から
平成 年 月 日 時 分 まで

※ 使用機器は別紙３のとおり

使用料額 円 納入時期

備 考

※ 使用許可の条件(使用者の遵守事項等)
① センター職員の指示があった場合は，その指示に従うこと。
② 使用する機器は使用許可を受けた施設内で使用することとし，外部へ持ち出さないこと。
また，外部から機器を持ち込まないこと。

③ 機器以外の白衣，手袋，帽子，靴等，作業員が直接身につけるものについては，使用者が
持参すること。

④ 使用する際に持ち込む材料等は，使用許可期間中に必要なもののみとし，使用者の責任に
おいて管理すること。

⑤ あらかじめ，機器の使用経験のある者を選任し，使用に当たらせること。
⑥ 使用に当たっては，安全確認を十分に行い，作業終了後は，機器の洗浄，施設の清掃を行
い，センター職員の確認を受けること。

⑦ 作業終了後は，試作した製品，持ち込んで残った材料，使用によって生じた廃棄物や加工
残渣等は，使用者が全て持ち帰ること。

⑧ 施設及び機器に破損，又は亡失等が生じたときは，直ちにセンター職員に報告し，センタ
ー所長の指示に従って原状に復すること。

⑨ 恒常的な生産活動を目的とした使用はしないこと。
⑩ 使用者の責に帰すべき事由により使用者が人的又は物的損害を受けても，センターは一切
の責任を負わない。

⑪ 使用者の責に帰すべき事由により第三者に損害を与えた場合は，使用者がその損害を賠償
すること。
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別紙１

番号
機能
区分

機器名
設置・格
納場所

1 高圧根菜類洗浄機 740 円／時間 時間 円 Ａ

2 小型脱水機 420 円／時間 時間 円 Ａ

3 野菜細断機 460 円／時間 時間 円 Ａ

4 ダイサー 460 円／時間 時間 円 Ａ

5 チョッパーパルパーフィニッシャー 420 円／時間 時間 円 Ａ

6 半自動みかん搾汁機 390 円／時間 時間 円 Ｆ

7 水平ろ板濾過機 410 円／時間 時間 円 Ｆ

8 膜モジュールテスト機 420 円／時間 時間 円 Ｆ

9 分離 食品用遠心分離機 440 円／時間 時間 円 Ａ

10 粉体ミキサー 400 円／時間 時間 円 Ｆ

11 パン用ミキサー 430 円／時間 時間 円 Ｆ

12 卓上型ミキサー 400 円／時間 時間 円 Ｆ

13 ドウコンディショナー 410 円／時間 時間 円 Ｆ

14 裏ごし機 430 円／時間 時間 円 Ｆ

15 高圧ホモジナイザー 470 円／時間 時間 円 Ｆ

16 高性能磨砕機 490 円／時間 時間 円 Ｆ

17 多機能ミル 540 円／時間 時間 円 Ｆ

18 パン用伸展機 400 円／時間 時間 円 Ｆ

19 アイスクリーム・フリーザー 410 円／時間 時間 円 Ｅ

20 麺押出し機用小型ミキサー・押出し部 490 円／時間 時間 円 Ｅ

21 小型押出形成機 450 円／時間 時間 円 Ｅ

22 造粒機 390 円／時間 時間 円 Ｅ

23 包餡機 510 円／時間 時間 円 Ｅ

24 カッターミル 500 円／時間 時間 円 Ｂ

25 万能粉砕機 430 円／時間 時間 円 Ｂ

(加加-許） (裏面に続く)

　加工開発実験施設 （加工開発・試作室） における使用機器は以下のとおり許可します。

搾汁

濃縮
・
濾過

混合

原料
調整

大隅加工技術研究センター開放施設使用許可に係る機器内訳書

使用時間 使用料額

前処理

切断

形成

粉砕

単位当たり
基本料金
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番号
機能
区分

機器名
設置・格
納場所

26 旋回気流式微粉砕機 670 円／時間 時間 円 Ｂ

27 振動ボールミル 410 円／時間 時間 円 Ｂ

28 熱風乾燥機 2,190 円／時間 時間 円 Ａ

29 小型ダブルドラムドライヤー 570 円／時間 時間 円 Ａ

30 通風乾燥機 460 円／時間 時間 円 Ｄ

31 小型真空凍結乾燥機 610 円／時間 時間 円 Ｄ

32 小型低温乾燥機 570 円／時間 時間 円 Ｄ

33 スプレードライヤー 480 円／時間 時間 円 Ｄ

34 フラッシュドライヤー 540 円／時間 時間 円 Ｄ

35 蒸し機 990 円／時間 時間 円 Ａ

36 二重釜 2,610 円／時間 時間 円 Ａ

37 小型加圧真空ケトルミキサー 1,850 円／時間 時間 円 Ａ

38 過熱水蒸気処理装置 2,110 円／時間 時間 円 Ａ

39 スチームコンベクションオーブン 580 円／時間 時間 円 Ｅ

40 デッキオーブン 680 円／時間 時間 円 Ｅ

41 煎餅焼き機 490 円／時間 時間 円 Ｅ・Ｇ

42 真空フライヤーA 3,410 円／時間 時間 円 Ｃ

43 真空フライヤーB 490 円／時間 時間 円 Ｃ

44 高温高圧殺菌機 1,300 円／時間 時間 円 Ａ

45 プレート殺菌装置 490 円／時間 時間 円 Ｄ

46 小型充填機 400 円／時間 時間 円 Ｄ

47 カップシーラー 400 円／時間 時間 円 Ｄ

48 半自動ホームシーマー 430 円／時間 時間 円 Ｄ

49 ダブルチャンバー式真空包装機 590 円／時間 時間 円 Ｅ

50 ガス置換式真空包装機 490 円／時間 時間 円 Ｇ

51 検査 金属検出機 410 円／時間 時間 円 Ｇ

円

※　上記の室の配置を示した平面図は別添のとおりです。

粉砕

乾燥

加熱
調理

焼成
機器

※　設置・格納場所の欄にあるローマ字表記の凡例は以下のとおりです。
　　　Ａ：加工開発・試作室，Ｂ：粉砕加工室，Ｃ：真空フライ開発・試作室，Ｄ：試作品調整機器室，
　　　Ｅ：試作品製造機器室，Ｆ：原材料調整機器室，Ｇ：製品開発試作室

単位当たり
基本料金

合　計

油加工

殺菌
処理

充填
・
包装

使用時間 使用料額
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別紙２

番号 機能区分 機器名
設置・格納
場所

1 光度測定 分光光度計 410 円／時間 時間 円 Ａ

2 色調測定 色差計 420 円／時間 時間 円 Ａ

3 赤外線水分計 400 円／時間 時間 円 Ａ

4 迅速水分測定装置 900 円／件 件 円 Ａ

5 水分活性測定装置 400 円／時間 時間 円 Ｂ

6 ATP拭き取り検査器 660 円／件 件 円 Ｂ

7 微生物測定機器一式 880 円／件 件 円 Ｂ

8 恒温保存 温度勾配恒温器 1,000 円／日 日 円 Ｂ

円

(企開-許）

※　設置・格納場所の欄にあるローマ字表記の凡例は以下のとおりです。
　　　Ａ：理化学開放検査室，Ｂ：微生物開放検査室

※　上記の室の配置を示した平面図は別添のとおりです。

合　計

大隅加工技術研究センター開放施設使用許可に係る機器内訳書

使用時間(日)
または
使用件数

使用料額

水分系
測定

微生物
測定

　企画・支援施設 （開放検査室） における使用機器は以下のとおり許可します。

単位当たり
基本料金
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別紙３

　企画・支援施設 （実験室） における使用機器は以下のとおり許可します。

番号 機能区分 機器名
設置・格納
場所

1
高速液体クロマトグラフ
質量分析計

1,110 円 時間 円 Ｅ

2 超高速液体クロマトグラフ 740 円 時間 円 Ｅ

3 高速液体クロマトグラフ 560 円 時間 円 Ｅ

4 ガスクロマトグラフ質量分析計 880 円 時間 円 Ｃ

5 ガスクロマトグラフ 450 円 時間 円 Ｃ

6 デジタルマイクロスコープ 520 円 時間 円 Ｄ

7 電子顕微鏡 730 円 時間 円 Ｄ

8 色調測定 粉体白度計 400 円 時間 円 Ｅ

9 抽出分析 ソックスレー抽出装置 1,180 円 件 円 Ｇ

10 粘度測定装置 980 円 件 円 Ｆ

11 粘度・粘弾性測定装置 550 円 時間 円 Ｆ

12
レーザー回折式粒度分布
測定装置

710 円 時間 円 Ｆ

13 食品物性測定装置 570 円 時間 円 Ｆ

14 紫外可視分光光度計 410 円 時間 円 Ｅ

15 分光蛍光光度計 450 円 時間 円 Ｃ

16
マルチディテクション
マイクロプレートリーダー

650 円 件 円 Ｅ

17 フーリエ変換赤外分光光度計 520 円 時間 円 Ｃ

円

(企研-許）

※　設置・格納場所の欄にあるローマ字表記の凡例は以下のとおりです。
　　　Ｃ：ガスクロマトグラフ室，Ｄ：顕微鏡室，Ｅ：液体クロマトグラフ室，
　　　Ｆ：物性測定室，Ｇ：有機溶媒実験室

※　上記の室の配置を示した平面図は別添のとおりです。

合　計

光度測定

大隅加工技術研究センター開放施設使用許可に係る機器内訳書

使用時間
または
使用件数

化学成分
分析

光学系
観察

物理性
測定

使用料額
単位当たり
基本料金
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平面図（加工開発実験施設，企画・支援施設）

製品開発試作室

Ａ

真空フライ

開発・試作室

試作品調整

機器室

試作品製造機器室

原材料調整機器室

利用者控室

粉砕加工室

加工開発・試作室

製品開発試作室

Ｂ

○ 加工開発実験施設

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｇ

研修室・会議室 相談室

開放検査室（Ａ，Ｂ）

実験室

実験室（Ｃ～Ｇ）

玄関

○ 企画・支援施設（開放検査室，実験室）

事務室中庭

電気室

事務室

微生物開放

検査室

理化学開放

検査室

ガスクロマト

グラフ室

顕微鏡室

液体クロマト

グラフ室

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

有機溶媒実験室 物性測定室

ＦＧ

出入口
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第５号様式（第11条関係）

受付ＮＯ.

平成 年 月 日

大隅加工技術研究センター使用料免除申請書

大隅加工技術研究センター所長 殿

申 請 者 住 所

企 業 等 名

代表者氏名

担当者氏名

連 絡 先 T E L

F A X

Email

大隅加工技術研究センター使用料徴収条例第４条の規定により，使用料の免除を受けたいの

で，下記のとおり申請します。

記

１ 使用許可の内容 使用許可年月日 平成 年 月 日

番 号

使用許可の期間 平成 年 月 日 時 分から

平成 年 月 日 時 分まで

使用許可に係る

施設・主な機器

使 用 料 額 円

２ 申請の理由

（添付書類） 申請の理由を証する書類を添付すること

（伺い） 上記申請について，別案のとおり使用料免除を決定してよろしいか。

平成 年 月 日

次 長 研究調整監 研究参事 研究部門 企画・支援部門 起 案
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第６号様式（第11条関係）

ＮＯ.

平成 年 月 日

大隅加工技術研究センター使用料免除決定通知書

申 請 者 殿
住 所
企 業 等 名
代表者氏名
担当者氏名
連 絡 先 T E L

F A X
Email

大隅加工技術研究センター所長 印

大隅加工技術研究センターの使用料を下記のとおり免除します。

記

１ 使用許可の内容 使用許可年月日 平成 年 月 日

番 号

使用許可の期間 平成 年 月 日 時 分から
平成 年 月 日 時 分まで

使用許可に係る
施設・主な機器

使 用 料 額 円

２ 使用料免除の理由
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受付ＮＯ.

平成 年 月 日

大隅加工技術研究センター開放施設使用許可(仮)申請書
（加工ライン実験施設，加工開発実験施設の製品開発試作室）

鹿児島県農政部経営技術課長 殿

申 請 者 住 所

企 業 等 名

代表者氏名

担当者氏名

連 絡 先 T E L

F A X

Email

大隅加工技術研究センターの開放施設を下記のとおり使用したいので申請します。

なお，使用に当たっては，大隅加工技術研究センター開放施設使用規程(案)を了知の上，

同第12条の使用者の遵守事項を遵守するとともに，同第13条の事故責任等に同意します。

記

使用人数 人

使用目的 □ 技術開発 □ 試 作 □ 品質管理 □ その他

具体的な原料及び内容（ ）

□ 加工ライン実験施設

□ ウエットライン

使 用 希 望 □ ペースト 平成 年 月 日 時 分 から

平成 年 月 日 時 分 まで

施設・期間 □ 水 煮 平成 年 月 日 時 分 から

平成 年 月 日 時 分 まで

□ 冷 凍 平成 年 月 日 時 分 から

平成 年 月 日 時 分 まで

□ カ ッ ト 平成 年 月 日 時 分 から

平成 年 月 日 時 分 まで

※ 別紙１に使用機器を記入し，添付すること

□ ドライライン

□ 乾 燥 平成 年 月 日 時 分 から

平成 年 月 日 時 分 まで

□ 粉 末 平成 年 月 日 時 分 から

平成 年 月 日 時 分 まで

□ フレーク 平成 年 月 日 時 分 から

平成 年 月 日 時 分 まで

※ 別紙２に使用機器を記入し，添付すること

□ 加工開発実験施設

□ 製品開発試作室 平成 年 月 日 時 分 から

平成 年 月 日 時 分 まで

※ 別紙３に使用機器を記入し，添付すること

使用料額 円

備 考

別添②



別紙１

　加工ライン実験施設 （ウエットライン） における使用機器は以下のとおりです。

番号 機能区分 機器名

1 根菜類洗浄機 490 円／時間 時間 円

2 野菜洗浄機 500 円／時間 時間 円

3 球根皮剥機 400 円／時間 時間 円

4 脱水機 420 円／時間 時間 円

5 切断 多機能野菜細断機 750 円／時間 時間 円

6 洗浄殺菌 洗浄殺菌槽 640 円／時間 時間 円

7 ブランチング ブランチング槽・冷却槽 3,100 円／時間 時間 円

8 蒸し機 990 円／時間 時間 円

9 加圧真空釜 3,510 円／時間 時間 円

10 調整 裏ごし機 430 円／時間 時間 円

11 混合 混練機 440 円／時間 時間 円

12 ペースト充填機 460 円／時間 時間 円

13 据置型真空包装機 490 円／時間 時間 円

14 金属検出機 410 円／時間 時間 円

15 Ｘ線異物検出装置 570 円／時間 時間 円

円

※　網掛けは，必須加工機器

(ラ・Ｗ-申）

合　計

使用料額

大隅加工技術研究センター開放施設使用許可申請に係る機器内訳書

充填・包装

検査

使用時間

加熱

前処理

単位当たり
基本料金



別紙２

　加工ライン実験施設 （ドライライン） における使用機器は以下のとおりです。

番号 機能区分 機器名

1 根菜類洗浄機 490 円／時間 時間 円

2 野菜洗浄機 500 円／時間 時間 円

3 球根皮剥機 400 円／時間 時間 円

4 脱水機 420 円／時間 時間 円

5 切断 野菜細断機 460 円／時間 時間 円

6 洗浄殺菌 洗浄殺菌槽 640 円／時間 時間 円

7 ブランチング ブランチング槽・冷却槽 3,100 円／時間 時間 円

8 加熱 蒸し機 990 円／時間 時間 円

9 調整 ミンチ機 400 円／時間 時間 円

10 ダブルドラムドライヤー 2,180 円／時間 時間 円

11 熱風乾燥機 2,190 円／時間 時間 円

12 真空凍結乾燥機 2,210 円／時間 時間 円

13 混合 粉体ミキサー 420 円／時間 時間 円

14 粉砕 万能粉砕機 430 円／時間 時間 円

15 粉体充填機 520 円／時間 時間 円

16 ガス置換式真空包装機 490 円／時間 時間 円

17 金属検出機 410 円／時間 時間 円

18 Ｘ線異物検出装置 570 円／時間 時間 円

円

※　網掛けは，必須加工機器

(ラ・D-申）

合　計

使用料額

大隅加工技術研究センター開放施設使用許可申請に係る機器内訳書

充填・包装

検査

乾燥

使用時間

前処理

単位当たり
基本料金



別紙３

　加工開発実験施設 （製品開発試作室） における使用機器は以下のとおりです。

番号
機能
区分

機器名
設置・格
納場所

1 高圧根菜類洗浄機 740 円／時間 時間 円 Ａ

2 小型脱水機 420 円／時間 時間 円 Ａ

3 野菜細断機 460 円／時間 時間 円 Ａ

4 ダイサー 460 円／時間 時間 円 Ａ

5 チョッパーパルパーフィニッシャー 420 円／時間 時間 円 Ａ

6 半自動みかん搾汁機 390 円／時間 時間 円 Ｆ

7 水平ろ板濾過機 410 円／時間 時間 円 Ｆ

8 膜モジュールテスト機 420 円／時間 時間 円 Ｆ

9 分離 食品用遠心分離機 440 円／時間 時間 円 Ａ

10 粉体ミキサー 400 円／時間 時間 円 Ｆ

11 パン用ミキサー 430 円／時間 時間 円 Ｆ

12 卓上型ミキサー 400 円／時間 時間 円 Ｆ

13 ドウコンディショナー 410 円／時間 時間 円 Ｆ

14 裏ごし機 430 円／時間 時間 円 Ｆ

15 高圧ホモジナイザー 470 円／時間 時間 円 Ｆ

16 高性能磨砕機 490 円／時間 時間 円 Ｆ

17 多機能ミル 540 円／時間 時間 円 Ｆ

18 パン用伸展機 400 円／時間 時間 円 Ｆ

19 アイスクリーム・フリーザー 410 円／時間 時間 円 Ｅ

20 麺押出し機用小型ミキサー・押出し部 490 円／時間 時間 円 Ｅ

21 小型押出形成機 450 円／時間 時間 円 Ｅ

22 造粒機 390 円／時間 時間 円 Ｅ

23 包餡機 510 円／時間 時間 円 Ｅ

24 カッターミル 500 円／時間 時間 円 Ｂ

25 万能粉砕機 430 円／時間 時間 円 Ｂ

(加試-申） (裏面に続く)

粉砕

大隅加工技術研究センター開放施設使用許可申請に係る機器内訳書

使用時間 使用料額

前処理

切断

搾汁

濃縮
・
濾過

混合

原料
調整

形成

単位当たり
基本料金



番号
機能
区分

機器名
設置・格
納場所

26 旋回気流式微粉砕機 670 円／時間 時間 円 Ｂ

27 振動ボールミル 410 円／時間 時間 円 Ｂ

28 熱風乾燥機 2,190 円／時間 時間 円 Ａ

29 小型ダブルドラムドライヤー 570 円／時間 時間 円 Ａ

30 通風乾燥機 460 円／時間 時間 円 Ｄ

31 小型真空凍結乾燥機 610 円／時間 時間 円 Ｄ

32 小型低温乾燥機 570 円／時間 時間 円 Ｄ

33 スプレードライヤー 480 円／時間 時間 円 Ｄ

34 フラッシュドライヤー 540 円／時間 時間 円 Ｄ

35 蒸し機 990 円／時間 時間 円 Ａ

36 二重釜 2,610 円／時間 時間 円 Ａ

37 小型加圧真空ケトルミキサー 1,850 円／時間 時間 円 Ａ

38 過熱水蒸気処理装置 2,110 円／時間 時間 円 Ａ

39 スチームコンベクションオーブン 580 円／時間 時間 円 Ｅ

40 コンベクションオーブン 550 円／時間 時間 円 Ｇ

41 デッキオーブン 680 円／時間 時間 円 Ｅ

42 煎餅焼き機 490 円／時間 時間 円 Ｅ・Ｇ

43 真空フライヤーA 3,410 円／時間 時間 円 Ｃ

44 真空フライヤーB 490 円／時間 時間 円 Ｃ

45 高温高圧殺菌機 1,300 円／時間 時間 円 Ａ

46 プレート殺菌装置 490 円／時間 時間 円 Ｄ

47 小型充填機 400 円／時間 時間 円 Ｄ

48 カップシーラー 400 円／時間 時間 円 Ｄ

49 半自動ホームシーマー 430 円／時間 時間 円 Ｄ

50 ダブルチャンバー式真空包装機 590 円／時間 時間 円 Ｅ

51 ガス置換式真空包装機 490 円／時間 時間 円 Ｇ

52 検査 金属検出機 410 円／時間 時間 円 Ｇ

円

※　設置・格納場所の欄にあるローマ字表記の凡例は以下のとおりです。
　　　Ａ：加工開発・試作室，Ｂ：粉砕加工室，Ｃ：真空フライ開発・試作室，Ｄ：試作品調整機器室，
　　　Ｅ：試作品製造機器室，Ｆ：原材料調整機器室，Ｇ：製品開発試作室

※　上記の室の配置を示した平面図は別添のとおりです。

使用料額

粉砕

乾燥

加熱
調理

合　計

油加工

殺菌
処理

充填
・
包装

焼成
機器

単位当たり
基本料金

使用時間



平面図（加工開発実験施設，企画・支援施設）

製品開発試作室

Ａ

真空フライ

開発・試作室

試作品調整

機器室

試作品製造機器室

原材料調整機器室

利用者控室

粉砕加工室

加工開発・試作室

製品開発試作室

Ｂ

○ 加工開発実験施設

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｇ

研修室・会議室 相談室

開放検査室（Ａ，Ｂ）

実験室

実験室（Ｃ～Ｇ）

玄関

○ 企画・支援施設（開放検査室，実験室）

事務室中庭

電気室

事務室

微生物開放

検査室

理化学開放

検査室

ガスクロマト

グラフ室

顕微鏡室

液体クロマト

グラフ室

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

有機溶媒実験室 物性測定室

ＦＧ

出入口



受付ＮＯ.

平成 年 月 日

大隅加工技術研究センター開放施設使用許可(仮)申請書
（加工開発実験施設の加工開発・試作室，企画・支援施設の開放検査室及び実験室）

鹿児島県農政部経営技術課長 殿

申 請 者 住 所

企 業 等 名

代表者氏名

担当者氏名

連 絡 先 T E L

F A X

Email

大隅加工技術研究センターの開放施設を下記のとおり使用したいので申請します。

なお，使用に当たっては，大隅加工技術研究センター開放施設使用規程(案)を了知の上，

同第12条の使用者の遵守事項を遵守するとともに，同第13条の事故責任等に同意します。

記

使用人数 人

使用目的 □ 技術開発 □ 試 作 □ 品質管理 □ その他

具体的な原料及び内容（ ）

□ 加工開発実験施設

□ 加工開発・試作室 平成 年 月 日 時 分 から

使 用 希 望 平成 年 月 日 時 分 まで

※ 別紙1に使用機器を記入し，添付すること

施設・期間 □ 企画・支援施設

□ 開放検査室 平成 年 月 日 時 分 から

平成 年 月 日 時 分 まで

※ 別紙２に使用機器を記入し，添付すること

□ 実験室 平成 年 月 日 時 分 から

平成 年 月 日 時 分 まで

※ 別紙３に使用機器を記入し，添付すること

使用料額 円

備 考



別紙１

番号
機能
区分

機器名
設置・格
納場所

1 高圧根菜類洗浄機 740 円／時間 時間 円 Ａ

2 小型脱水機 420 円／時間 時間 円 Ａ

3 野菜細断機 460 円／時間 時間 円 Ａ

4 ダイサー 460 円／時間 時間 円 Ａ

5 チョッパーパルパーフィニッシャー 420 円／時間 時間 円 Ａ

6 半自動みかん搾汁機 390 円／時間 時間 円 Ｆ

7 水平ろ板濾過機 410 円／時間 時間 円 Ｆ

8 膜モジュールテスト機 420 円／時間 時間 円 Ｆ

9 分離 食品用遠心分離機 440 円／時間 時間 円 Ａ

10 粉体ミキサー 400 円／時間 時間 円 Ｆ

11 パン用ミキサー 430 円／時間 時間 円 Ｆ

12 卓上型ミキサー 400 円／時間 時間 円 Ｆ

13 ドウコンディショナー 410 円／時間 時間 円 Ｆ

14 裏ごし機 430 円／時間 時間 円 Ｆ

15 高圧ホモジナイザー 470 円／時間 時間 円 Ｆ

16 高性能磨砕機 490 円／時間 時間 円 Ｆ

17 多機能ミル 540 円／時間 時間 円 Ｆ

18 パン用伸展機 400 円／時間 時間 円 Ｆ

19 アイスクリーム・フリーザー 410 円／時間 時間 円 Ｅ

20 麺押出し機用小型ミキサー・押出し部 490 円／時間 時間 円 Ｅ

21 小型押出形成機 450 円／時間 時間 円 Ｅ

22 造粒機 390 円／時間 時間 円 Ｅ

23 包餡機 510 円／時間 時間 円 Ｅ

24 カッターミル 500 円／時間 時間 円 Ｂ

25 万能粉砕機 430 円／時間 時間 円 Ｂ

(加加-申） (裏面に続く)

大隅加工技術研究センター開放施設使用許可申請に係る機器内訳書

　加工開発実験施設 （加工開発・試作室） における使用機器は以下のとおりです。

使用時間

前処理

切断

搾汁

使用料額
単位当たり
基本料金

濃縮
・
濾過

混合

原料
調整

形成

粉砕



番号
機能
区分

機器名
設置・格
納場所

26 旋回気流式微粉砕機 670 円／時間 時間 円 Ｂ

27 振動ボールミル 410 円／時間 時間 円 Ｂ

28 熱風乾燥機 2,190 円／時間 時間 円 Ａ

29 小型ダブルドラムドライヤー 570 円／時間 時間 円 Ａ

30 通風乾燥機 460 円／時間 時間 円 Ｄ

31 小型真空凍結乾燥機 610 円／時間 時間 円 Ｄ

32 小型低温乾燥機 570 円／時間 時間 円 Ｄ

33 スプレードライヤー 480 円／時間 時間 円 Ｄ

34 フラッシュドライヤー 540 円／時間 時間 円 Ｄ

35 蒸し機 990 円／時間 時間 円 Ａ

36 二重釜 2,610 円／時間 時間 円 Ａ

37 小型加圧真空ケトルミキサー 1,850 円／時間 時間 円 Ａ

38 過熱水蒸気処理装置 2,110 円／時間 時間 円 Ａ

39 スチームコンベクションオーブン 580 円／時間 時間 円 Ｅ

40 デッキオーブン 680 円／時間 時間 円 Ｅ

41 煎餅焼き機 490 円／時間 時間 円 Ｅ・Ｇ

42 真空フライヤーA 3,410 円／時間 時間 円 Ｃ

43 真空フライヤーB 490 円／時間 時間 円 Ｃ

44 高温高圧殺菌機 1,300 円／時間 時間 円 Ａ

45 プレート殺菌装置 490 円／時間 時間 円 Ｄ

46 小型充填機 400 円／時間 時間 円 Ｄ

47 カップシーラー 400 円／時間 時間 円 Ｄ

48 半自動ホームシーマー 430 円／時間 時間 円 Ｄ

49 ダブルチャンバー式真空包装機 590 円／時間 時間 円 Ｅ

50 ガス置換式真空包装機 490 円／時間 時間 円 Ｇ

51 検査 金属検出機 410 円／時間 時間 円 Ｇ

円

※　設置・格納場所の欄にあるローマ字表記の凡例は以下のとおりです。
　　　Ａ：加工開発・試作室，Ｂ：粉砕加工室，Ｃ：真空フライ開発・試作室，Ｄ：試作品調整機器室，
　　　Ｅ：試作品製造機器室，Ｆ：原材料調整機器室，Ｇ：製品開発試作室

使用料額使用時間

合　計

単位当たり
基本料金

焼成
機器

油加工

※　上記の室の配置を示した平面図は別添のとおりです。

殺菌
処理

充填
・
包装

粉砕

乾燥

加熱
調理



別紙２

　企画・支援施設 （開放検査室） における使用機器は以下のとおりです。

番号 機能区分 機器名
設置・格納
場所

1 光度測定 分光光度計 410 円／時間 時間 円 Ａ

2 色調測定 色差計 420 円／時間 時間 円 Ａ

3 赤外線水分計 400 円／時間 時間 円 Ａ

4 迅速水分測定装置 900 円／件 件 円 Ａ

5 水分活性測定装置 400 円／時間 時間 円 Ｂ

6 ATP拭き取り検査器 660 円／件 件 円 Ｂ

7 微生物測定機器一式 880 円／件 件 円 Ｂ

8 恒温保存 温度勾配恒温器 1,000 円／日 日 円 Ｂ

円

(企開-申）

※　上記の室の配置を示した平面図は別添のとおりです。

※　設置・格納場所の欄にあるローマ字表記の凡例は以下のとおりです。
　　　Ａ：理化学開放検査室，Ｂ：微生物開放検査室

合　計

大隅加工技術研究センター開放施設使用許可申請に係る機器内訳書

使用時間(日)
または
使用件数

水分系
測定

微生物
測定

使用料額
単位当たり
基本料金



別紙３

　企画・支援施設 （実験室） における使用機器は以下のとおりです。

番号 機能区分 機器名
設置・格納
場所

1
高速液体クロマトグラフ
質量分析計

1,110 円／時間 時間 円 Ｅ

2 超高速液体クロマトグラフ 740 円／時間 時間 円 Ｅ

3 高速液体クロマトグラフ 560 円／時間 時間 円 Ｅ

4 ガスクロマトグラフ質量分析計 880 円／時間 時間 円 Ｃ

5 ガスクロマトグラフ 450 円／時間 時間 円 Ｃ

6 デジタルマイクロスコープ 520 円／時間 時間 円 Ｄ

7 電子顕微鏡 730 円／時間 時間 円 Ｄ

8 色調測定 粉体白度計 400 円／時間 時間 円 Ｅ

9 抽出分析 ソックスレー抽出装置 1,180 円／件 件 円 Ｇ

10 粘度測定装置 980 円／件 件 円 Ｆ

11 粘度・粘弾性測定装置 550 円／時間 時間 円 Ｆ

12
レーザー回折式粒度分布
測定装置

710 円／時間 時間 円 Ｆ

13 食品物性測定装置 570 円／時間 時間 円 Ｆ

14 紫外可視分光光度計 410 円／時間 時間 円 Ｅ

15 分光蛍光光度計 450 円／時間 時間 円 Ｃ

16
マルチディテクション
マイクロプレートリーダー

650 円／件 件 円 Ｅ

17 フーリエ変換赤外分光光度計 520 円／時間 時間 円 Ｃ

円

(企研-申）

※　設置・格納場所の欄にあるローマ字表記の凡例は以下のとおりです。
　　　Ｃ：ガスクロマトグラフ室，Ｄ：顕微鏡室，Ｅ：液体クロマトグラフ室，
　　　Ｆ：物性測定室，Ｇ：有機溶媒実験室

※　上記の室の配置を示した平面図は別添のとおりです。

合　計

使用料額

大隅加工技術研究センター開放施設使用許可申請に係る機器内訳書

光度測定

光学系
観察

物理性
測定

使用時間
または
使用件数

化学成分
分析

単位当たり
基本料金



平面図（加工開発実験施設，企画・支援施設）

製品開発試作室

Ａ

真空フライ

開発・試作室

試作品調整

機器室

試作品製造機器室

原材料調整機器室

利用者控室

粉砕加工室

加工開発・試作室

製品開発試作室

Ｂ

○ 加工開発実験施設

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

Ｇ

Ｇ

研修室・会議室 相談室

開放検査室（Ａ，Ｂ）

実験室

実験室（Ｃ～Ｇ）

玄関

○ 企画・支援施設（開放検査室，実験室）

事務室中庭

電気室

事務室

微生物開放

検査室

理化学開放

検査室

ガスクロマト

グラフ室

顕微鏡室

液体クロマト

グラフ室

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

有機溶媒実験室 物性測定室

ＦＧ

出入口



１－１　機能性成分等を生かした一次加工技術の研究・開発

課題① 　過熱水蒸気等を活用し，農産物一次加工品（パウダー，ペースト，カット野菜）の
品質（風味，食感，色調，栄養価）を保持・向上させるための前処理技術や乾燥技
術

課題② 　気流粉砕装置や高性能磨砕機等による粉末化やペースト化の技術と品質（風
味，食感，色調，栄養価）を保持する微粉砕化の処理方法など

１－２　農産物の組み合わせにより機能性等を強化する高次加工技術の研究・開発

課題③ 　「お茶」や「さつまいも」の一次加工品をベースに各種特産農産物を組み合わせる
ことにより，機能性等を高めた高次加工品の製造技術

課題④ 　「さつまいもでん粉」と「農産物一次加工品」との組み合わせた食品（α化でん粉
やα化食品，やわらか食品など）の製造技術

２－１　品質劣化が速い生・総菜用カット野菜等の鮮度保持技術の研究・開発

課題⑤ 　電解水処理やガス置換技術など熱処理に依らない殺菌技術や，短時間過熱水
蒸気処理等を用いた，カット野菜等の生鮮一次加工品の殺菌及び品質保持技術

２－２　素材の特長を生かした高品質殺菌技術の研究・開発

課題⑥ 　各種加工品の常温流通や消費期限の延長を可能にする殺菌技術（緑色を保持
したそらまめ加工品，スィートポテトの消費期限の延長など）

試験研究・開発課題一覧

１　農産物の付加価値を高める加工技術の研究・開発

２　農産物の付加価値を高める新たな高品質殺菌技術の研究・開発

別添③



平成 年 月 日

鹿児島県農政部 経営技術課長 殿

申請者 所在地
事業所名 印
代表者名

共同研究申請書

大隅加工技術研究センターとの共同研究について，下記のとおり申し込み
ます。

記

１ 研究課題

２ 研究目的

３ 研究内容

４ 研究の実施予定場所

５ 研究の実施予定期間

６ 共同研究参加予定者（所属・職・氏名）

７ 特許等の実施についての希望

８ 研究成果の公表の方法又は時期についての希望

【添付書類】
◯ 会社概要（事業実績等）

別添④



（記載例）

平成○○年○○月○○日

鹿児島県農政部 経営技術課長

申請者 所在地 ○○市○○町１番地
事業所名 (株)○○食品 □印
代表者名 ○○ ○○

共同研究申請書

大隅加工技術研究センターとの共同研究について，下記のとおり申し込み
ます。

記

１ 研究課題 課題番号 ① （←｢試験研究・開発課題｣の課題番号を記載）

２ 研究目的 ○○の製造技術を確立する。

３ 研究内容 ○○の○○のために下記の技術を検討する。
(1) ○○・・・・
(2) ○○・・・・
・・・・・・・

４ 研究の実施予定場所
(株)○○食品研究室及び大隅加工技術研究センター

５ 研究の実施予定期間
平成27年４月１日から平成28年３月31日まで

６ 共同研究参加予定者（所属・職・氏名）
○○部 研究室長 ○○○○
○○部 研究員 ○○○○

７ 特許等の実施についての希望
○○の製造技術については特許の共同出願を希望

８ 研究成果の公表の方法又は時期についての希望
特許出願までは公表しない

【添付書類】
◯ 会社概要（事業実績等）
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大隅加工技術研究センターの共同研究に関する指針（案）

第１ 趣 旨

この指針は，大隅加工技術研究センター（以下「センター」という。）
が，鹿児島県（以下「県」という。）以外の者と共同で行う研究・開発（以
下「共同研究」という。）の基本的な取扱いに関して必要な事項を定める
ものとする。

第２ 定 義

この指針において，次に掲げる用語は次の定義によるものとする。

１ 「研究成果」とは，共同研究の結果得られた発明，考案，意匠，ノウハ
ウ等の技術的成果をいう。

２ 「知的財産権」とは，次に掲げるものをいう。

（１）特許法（昭和34年法律第121号）に規定する特許権（以下「特許権」
という。），実用新案法（昭和34年法律第123号）に規定する実用新案権
（以下「実用新案権」という。），意匠法（昭和34年法律第125号）に規
定する意匠権（以下「意匠権」という。）及び外国における上記各権利
に相当する権利

（２）特許法に規定する特許を受ける権利，実用新案法に規定する実用新案
登録を受ける権利，意匠法に規定する意匠登録を受ける権利及び外国に
おける上記各権利に相当する権利

（３）著作権法（昭和45年法律第48号）に規定する著作権（以下「著作権」
という。）及び外国における著作権に相当する権利（以下「著作権等」
という。）

（４）ノウハウ（秘匿することが可能な技術情報であって，かつ，財産的価
値のあるものの中から，契約者間で協議して特に指定するものをいう。）

３ 「発明等」とは，特許権の対象となるものについては発明，実用新案権
の対象となるものについては考案，意匠権及び著作権の対象となるものに
ついては創作，並びにノウハウの対象となるものについては案出をいう。

４ 知的財産権の「実施」とは，特許法第２条第３項に定める行為，実用新
案法第２条第３項に定める行為，意匠法第２条第３項に定める行為，著作
権法第２章第３節第２款及び第３款に定める権利を行使する行為，並びに
ノウハウの使用をいう。

別添⑤
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第３ 共同研究の実施要件

１ 共同研究は，次の要件を満たす場合に実施することができる。

（１）センターが行う研究・開発として必要かつ妥当なものであること。

（２）共同研究により得られる知的財産権を活用して広く県の農業及び食品
産業の振興が図られると考えられるものであること。

（３）効率的かつ優れた成果が期待できるものであること。

（４）共同研究を行おうとする者が，県の農業及び食品産業の振興を十分理
解し，かつ，当該共同研究の成果の事業化等に必要な知見や技術力等を
有すると認められること。

２ 当該申請者又は役員等が次の各号のいずれかに該当する者である場合，
共同研究を実施することはできない。

（１）暴力団 （暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３
年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）

（２）暴力団員等（鹿児島県暴力団排除条例第２条第３号に規定する暴力団
員等をいう。以下同じ。）

（３）自己，自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害
を与える目的をもって暴力団又は暴力団員等を利用している者

（４）暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し，又は便宜を供与する
等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し，又は関与している者

（５）暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者

（６）暴力団又は暴力団員等であることを知りながらこれらを利用している
者

３ 前項第２号から第６号に掲げる者が，その経営に実質的に関与している
法人その他の団体又は個人である場合，共同研究を実施することはできな
い。

第４ 共同研究の申請

センター所長は，センターと共同研究を行おうとする者に，共同研究申
請書（様式第１号）を提出させるものとする。ただし，国や国からの委託
を受けた独立行政法人等との共同研究で県の判断の裁量の余地が小さい場
合等は，当該申請書の提出を要しないものとする。
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第５ 共同研究契約の締結

１ センター所長は，第４の申請に係る研究が，第３の要件を満たすと認め，
共同研究を行おうとするときは，当該申請者と共同研究に関する契約（以
下「共同研究契約」という。）を締結するものとする。

２ センター所長は，第４のただし書きの場合，当該研究が県において共同
研究として実施することが適当であると認め，実施しようとするときは，
当該相手方と共同研究契約を締結するものとする。

３ センター所長は，第１項又は第２項の定めにより，共同研究契約を締結
しようとするときは，共同研究契約書標準様式（様式第２号）を参考にし
て共同研究契約書を作成するものとする。ただし，特に必要と認められる
場合は，相手方の示す様式によることができる。

４ 共同研究契約を締結する場合の県の契約担当者名及び決裁権者はセンタ
ー所長とする。

５ 共同研究の契約期間は，原則として当該年度内とする。ただし，やむを
得ない事由が生じたときは，センター所長と共同研究契約の相手方（以下
「共同研究者」という。）の両者が協議の上，期間を延長することができ
るものとする。

６ 共同研究や共同研究契約の内容に変更が生じた場合は，センター所長と
共同研究者の両者が協議の上，共同研究変更契約を締結するものとする。

７ センター所長及び共同研究者は，相手方が共同研究契約及び共同研究変
更契約（以下「共同研究契約等」という。）の履行に関し，不正又は不当
な行為をしたと認められるときは，共同研究契約等を解除することができ
るものとする。

８ センター所長及び共同研究者は，やむを得ない事由が生じたときは，両
者協議の上，共同研究を中止し，共同研究契約等を解除することができる
ものとする。

９ センター所長は，共同研究者が第３の第２項の各号，又は第３項のいず
れかに該当する者であることが判明したときは，共同研究契約等を解除す
ることができる。

第６ 経費の負担

共同研究に要する経費は，センター所長と共同研究者の両者が協議の上，
研究・開発の分担に応じて，それぞれが負担するものとする。
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第７ 研究結果の報告

センター所長及び共同研究者は，共同研究を終了したときは，速やかに
研究結果を書面で相手方にそれぞれ報告するものとする。なお，やむを得
ない事由が生じて中止した場合は，その時点までの研究結果を報告するも
のとする。

第８ ノウハウ

センター所長及び共同研究者は，双方協議の上，研究成果の報告に記載
された研究成果のうち，ノウハウに該当する部分について指定し，適正に
管理するものとする。

第９ 研究成果の公表

研究成果の公表等は，次の定めにより行うものとする。

１ センター所長は共同研究の結果得た研究成果を共同研究者以外のものに
知らせようとするときは共同研究者の，また，共同研究者がセンター所長
以外のものに知らせようとするときはセンター所長の同意を得るものとす
る。

２ センター所長及び共同研究者は，共同研究が終了したときは，その研究
成果を公表できるものとする。ただし，センター所長又は共同研究者の一
方が他方に対して業務上の支障があるため研究成果を公表しないよう申し
入れたときは，協議の上，期間を限ってその全部又は一部を公表しないも
のとする。

第10 知的財産権

センターに属する研究員及び共同研究者に属する研究員が共同研究業務
において行った発明等（以下「共同発明等」という。）に係る出願等の取
扱いについては，センター所長及び共同研究者が協議の上，共同研究契約
等に定めるものとする。

第11 優先的実施

センター所長は，共同研究者又は共同研究者の指定する者（以下「共同
研究者等」という。）から第10に規定する知的財産権を優先的に実施した
い旨の通知があった場合には，この共同研究の終了の日以後，共同研究契
約の定めるところにより，一定の期間内において優先的な実施権を設定す
ることができる。
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第12 第三者に対する実施の許諾

センター所長は，次のいずれにも該当するときは，第11に定める優先的
実施期間内においても，共同研究者等以外の者（以下「第三者」という。）
に知的財産権の実施の権利を許諾することができる。

（１）共同研究者等が優先的実施期間内に正当の理由なく実施しないとき。

（２）優先的な実施の権利を第三者に対して付与することが県の農業及び食
品産業の振興につながると認められるとき。

第13 実施料

センター所長は，共同研究者等に知的財産権の実施を許諾したときは，
別に実施許諾契約で定める実施料を徴収するものとする。

第14 秘密の保持

センター所長及び共同研究者は，共同研究において知り得た一切の情報
を秘密として扱い，センター所長及び共同研究者の事前の同意なしにそれ
らを第三者に開示してはならない。

第15 その他

この指針に定めるもののほか，共同研究の実施に関し必要な事項は，セ
ンター所長が別に定めるものとする。

附 則
この指針は，平成27年 月 日から施行する。
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（様式第１号）

平成 年 月 日

大隅加工技術研究センター所長 殿

申請者 所在地
事業所名 印
代表者名

共同研究申請書

大隅加工技術研究センターの共同研究に関する指針第４の規定に基づき，
下記のとおり共同研究を申し込みます。

記

１ 研究課題

２ 研究目的

３ 研究内容

４ 研究の実施予定場所

５ 研究の実施予定期間

６ 共同研究参加予定者（所属・職・氏名）

７ 特許等の実施についての希望

８ 研究成果の公表の方法又は時期についての希望

【添付書類】
◯ 会社概要（事業実績等）
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（様式第２号）

共同研究契約書標準様式

大隅加工技術研究センター所長（以下「甲」という。）と○○○○（以下
「乙」という。）とは，次の各条によって「○○○○」に関する共同研究契
約（以下「本契約」という。）を締結する。

（定義）

第１条 本契約において，次に掲げる用語は次に掲げる定義に従う。

１ 「研究成果」とは，第２条第１項に定める共同研究（以下「本共同研究」
という。）の研究目的及び研究内容に沿った技術的成果であって，本共同
研究により得られたものをいう。

２ 「知的財産権」とは，次に掲げるものをいう。

（１）特許権，実用新案権，意匠権及びこれらの権利の登録を受ける権利

（２）プログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権

（３）秘密に扱われる財産的価値のある技術情報（以下「ノウハウ」という。）
にかかる権利

３ 「発明等」とは，知的財産権の対象となる発明，考案，創作，育成，案
出その他の技術的成果をいう。

（共同研究の分担及び管理）

第２条 甲及び乙は，別紙１の共同研究を実施する。

２ 甲及び乙は，それぞれ別表第１に掲げる研究を分担する。

３ 甲及び乙は，それぞれ分担した研究についての管理を行うものとする。

４ 甲及び乙は，それぞれの実施場所において別表第２に掲げる研究員を本
共同研究に参加させるものとする。また，研究員に異動等が生じた場合に
は速やかに後任を置き，別表第２を変更するものとする。

（共同研究に要する経費及びその分担）

第３条 甲及び乙は，それぞれ前条第２項の規定により分担した研究に要す
る経費を負担する。

２ 前項に規定する経費の所要見積は，別表第３のとおりとし，その明細は，
別表第４―１及び別表第４―２のとおりとする。

３ 乙が甲に対して負担する経費を納入する際は，甲が定める期日までに甲
の発行する納入通知書により納入するものとする。
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４ 乙は，前項の研究経費を納付期限までに納付しないときは，納付期限の
翌日から納付日までの日数について年◯％の利率で計算した延滞金を，甲
に納付しなければならない。

５ 乙は甲と双方協議の上，本共同研究を中止した場合には，乙が納付した
研究経費のうち不用となった額を甲に返還させることができる。

６ 研究期間の延長により研究経費に不足するおそれが生じた場合には，乙
は甲と協議の上，不足する研究経費を負担するかどうか決定する。

（試験研究用資材等）

第４条 甲及び甲に属する研究員は，本共同研究が終了するまでは，乙が提
供した試験研究用資材等を善良な管理者の注意をもって管理するものとす
る。

２ 前項の規定は，乙及び乙に属する研究員について準用する。

（共同研究の実施期間，研究の中止及び損害賠償）

第５条 本共同研究の実施期間は，平成◯年◯月◯日から平成◯年◯月◯日
までとする。

２ 甲又は乙は，天災その他やむを得ない事由があるときは，甲乙双方協議
の上，本共同研究を中止し，又は研究の実施期間を短縮し，若しくは延長
することができる。この場合，甲又は乙が受けた一切の損害について賠償
する責を負わないものとする。

（研究結果の報告）

第６条 甲及び乙は，共同研究を終了したときは，速やかに研究結果を書面
で相手方にそれぞれ報告するものとする。なお，やむを得ない事由が生じ
て中止した場合は，その時点までの研究結果を報告するものとする。

（研究成果の公表）

第７条 甲又は乙は，共同研究の実施期間中において，研究成果を乙又は甲
以外のものに知らせようとするときは，あらかじめ乙又は甲と協議するも
のとする。

２ 甲は，研究実施期間終了後，研究成果を公表できるものとする。ただし，
乙が業務上支障があるため，甲に対し研究成果を公表しないように申し入
れがあった場合は，甲は乙の利害に関係ある事項について，その結果を期
間を限って公表しないことができる。
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（知的財産の出願）

第８条 甲又は乙は，甲に属する研究員又は乙に属する研究員が，共同研究
の結果，それぞれ独自に発明を行った場合において，当該発明に係る知的
財産の出願を行うときは，あらかじめ乙又は甲の同意を得るものとする。

（知的財産の共同出願）

第９条 甲及び乙は，共同研究の結果，共同して発明を行った場合には，別
に共同出願契約を締結し，共同して当該発明に係る知的財産の出願ができ
るものとする。

（優先実施権）

第10条 甲は，本共同研究の結果生じた発明に係る知的財産権を乙又は乙の
指定する者に限り，本共同研究終了日から○年間優先的に実施させること
ができる。

（第三者に対する実施の許諾）

第11条 甲は，次のいずれにも該当するときは，前条に定める優先的実施期
間内においても，乙又は乙の指定する者の以外の者（以下「第三者」とい
う。）に知的財産権の実施の権利を許諾することができる。

（１）乙又は乙の指定する者が，優先的実施期間内に正当の理由なく実施し
ないとき。

（２）優先的な実施の権利を第三者に対して付与することが県の農業及び食
品産業の振興につながると認められたとき。

（実施料）

第12条 甲は，知的財産権の実施を乙又は乙の指定する者に許諾したときは，
別に実施許諾契約で定める実施料を徴収するものとする。

（秘密の保持）

第13条 甲及び乙は，共同研究において知り得た一切の情報を秘密として扱
い，甲及び乙の事前の同意なしにそれらを第三者に開示してはならない。

（契約の変更）

第14条 この契約を変更する必要が生じたときは，甲，乙協議の上，変更
するものとする。
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（その他）

第15条 この契約に定めるもののほか，本共同研究の実施に関し必要な事
項については，甲，乙協議の上定めるものとする。

この契約を締結した証として，本書２通を作成し，甲乙記名押印の上，各
自１通を保有するものとする。

平成 年 月 日

甲 住所
氏名 大隅加工技術研究センター所長

印

乙 住所
氏名
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（別紙１）

共 同 研 究 の 概 要

１ 研究課題名

２ 研究の目的

３ 研究の内容

４ 研究の期間

５ 研究の実施場所
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別表第１
共同研究の分担

分担
研究課題 研究項目

甲 乙

別表第２
共同研究の担当者

区分 研究項目 所属 氏名

甲

乙

別表第３
共同研究に要する経費の所要見込額

所要見込額
区分 研究項目

需要費 ○○費 合計額

甲

乙
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別表第４－１
甲が負担する所要見込額の明細

所要見込額
経 費 算定基礎

（決算額）

需用費

○○費

合 計

別表第４－２
乙が負担する所要見込額の明細

所要見込額
経 費 算定基礎

（決算額）

需用費

○○費

合 計


